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案   件 

件 名 審 査 結 果 
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６陳情第１号 

対外的情報省の設立と横田基地等の見直しを求める意見書の提出

に関する陳情 

不採択すべきもの 
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第８３号議案 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

可決すべきもの 

３ 所管事務調査 市民生活と市の業務に関するＤＸについて 了承・継続調査 

４ 行政視察について 了承 
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協 議 会 

件 名 担 当 課 名 

１ 「多摩市健幸ポイント」の試行実施について 企画課 

２ 
第９次行革計画 「多摩市持続可能な市政運営のための取り組み

(令和２～５年度)」における総括について 
行政管理課 

３ 
「公共施設の使用料設定にあたっての基本方針」の見直しに向け

た検討と審議会開催について 
行政管理課 

４ 書かない窓口・おくやみコーナー導入に向けた検討状況について 

行政管理課 

情報政策課 

市民課 

５ 
多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の改正予定につい

て 
行政管理課 

６ 
公共施設に関する意見交換会の結果報告と今後のスケジュールに

ついて 

行政管理課 

協創推進室 

児童青少年課 

高齢支援課 

図書館 

７ 生成ＡＩの試行導入について 情報政策課 

８ 「協創」推進の取り組みについて 協創推進室 

９ 刑法等一部改正法等の施行に伴う条例改正について 文書法制課 



 

10 戸籍に振り仮名を記録するための対応について 市民課 

11 
（仮称）多摩市産業振興マスタープランの策定に係る部会開催状

況及び今後のスケジュール等について 
経済観光課 

12 多摩センターわくわくプロジェクト進捗報告 

商業・観光担当 

都市計画課 

道路交通課 

公園緑地課 

13 
（仮称）多摩市観光まちづくり基本方針の策定時期の延期につい

て 
商業・観光担当 

14 「多摩市食プロジェクト」進捗状況について 商業・観光担当 

15 ロケーション撮影に係る使用料の免除について 商業・観光担当 
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午前10時01分開議 

○小林委員長 ただいまの出席委員は５名である。定足

数に達しているので、これより総務常任委員会を開会す

る。 

   ―――――――――――――――――――― 

○小林委員長 本日配付された委員会及び協議会の資料は

行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査はお手元に

配付した審査案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、６陳情第１号対外的情報省の設立と横田基地

等の見直しを求める意見書の提出に関する陳情を議題とす

る。 

 本件は、国は世界の情勢を鑑み、対外的情報省を設立し、

その過程で日米安全保障条約を再検討し、横田基地を含む

都内の米軍基地７か所の基地を見直しの対象とすることを

求める意見書を市議会から国へ提出するよう求めるもので

ある。 

 陳情内容への賛否、また議会としての意見書提出の賛否

について委員間の意見交換を行いたいと思う。これにご異

議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。 

 それでは、これより意見交換を行う。ご意見はあるか。 

○上杉委員 この６陳情第１号対外的情報省の設立と横田

基地等の見直しを求める意見書の提出に関する陳情につい

てであるが、まずこの陳情書文面の末尾にある日米安全保

障条約の再検討、それから横田基地を含む都内米軍施設７

か所の基地を見直しという文章があるが、その再検討と見

直しが具体的にどういうことを意味するのかが非常に曖昧

で判然としないわけであるが、私たち日本共産党としては、

これまでにも何度も申し上げているが、日米安全保障条約

とそれに基づく在日米軍基地については賛成できないとい

う立場を示しておきたいと思う。 

○いぢち委員 まず、この陳情の中で最初に触れられてい

る対外的情報省というのはどういった内容のものであるか

がわからない、そして、この理由のところで戦争云々と書

かれているが、このことが理由というのも内容的にわかる

ようでわかりづらいというのが会派としての把握である。

また、ネット・社民の会としても、日米安全保障条約の見

直し、在日米軍基地問題は今のままでいいとは思っておら

ず、様々な検討や修正あるいは廃止といったいろいろなこ

とを考えていくべきと思っているが、そのために対外的情

報省がどのように必要なのかも全くわからない。このまま

の形での採択は難しいと考えている。 

○小林委員長 ほかにご意見はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご意見なしと認める。これをもって意見交

換を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

○上杉委員 ６陳情第１号対外的情報省の設立と横田基地

等の見直しを求める意見書提出に関する陳情について、日

本共産党を代表して討論をさせていただく。 

 まず陳情書文面の末尾にある日米安全保障条約の再検討

と横田基地を含む都内米軍施設７か所の基地の見直しをと

いうことであるが、その再検討と見直しが具体的に何を意

味するのか、この文面では判然としない。そのことを前提

にして、日米安全保障条約（以下、「日米安保条約」と略

す）とそれに基づく在日米軍基地について私の見解を述べ

る。 

 私は、戦争の惨禍を招かないためには戦争の根源となる

アメリカと日本との２国間の軍事同盟である日米安保条約

は全て破棄し、同条約に基づく在日米軍基地はその全てを

撤去すべきであると考える。その上で、日米安保条約を容

認する立場の勢力の人々とも共同して今進められている同

条約に基づいた日本の軍事費膨張と軍備拡大、在日米軍基

地の再編強化、2015年の安保法制具体化、さらに今年から

具体化されようとしている自衛隊と米軍の統合一体化には

共同して歯止めをかけなければならないと決意している。

日米安保条約のような軍事同盟に基づいて戦争の準備を進

めることは、古今東西の経験によっても明らかなように、

ますます戦争に近づいていくだけである。では日本と日本

国民及び住民の安全はどのようにして守っていくべきなの

だろうか。それは周辺国と共同で、どんなに国と国同士で

もめごとがあったとしても絶対に戦争にはしないという取

り決めを結ぶ以外にない。すなわち、国と国同士で平和の

枠組みをつくることである。そしてそれは絵空事ではない。

今東南アジアでは、東南アジア諸国連合ＡＳＥＡＮが東南

アジア区域でその仕組みをつくり、40年にも及ぶ実績をつ

くり、さらにそれを我が国周辺の北東アジアを含む全アジ

アに広げようとしている。その構想そのものについては、

日本政府もアメリカ政府も中国政府も賛成している。この

全アジアでの平和の枠組みづくりに努力を尽くすことが恒

久平和をつくり出すことであり、日本国民の宝でもある憲

法第９条の理念にもかなうことである。そのことを行って

いく過程、また延長線上に、軍事同盟である安保条約廃棄

と在日米軍基地の撤去が実現されていくことになる。同条
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約第10条の中には、いずれの締約国も他方の締約国に対し

この条約を終了させる意思を通告することができ、その場

合にはこの条約はそのような通告が行われた後１年で終了

すると規定されており、主権者である日本国民がそのこと

を求め、それに基づいて国会がこれを承認し、政府が通告

すれば同条約は破棄され、在日米軍基地も撤去されること

になる。これらのことを行っていく過程で、陳情書にある

ような対外的情報省の設立等は不要であると考える。よっ

て本陳情は不採択にすべきものと判断する。 

○いぢち委員 ６陳情第１号対外的情報省の設立と横田基

地等の見直しを求める意見書の提出に関する陳情について、

ネット・社民の会を代表して、不採択の立場での意見討論

をする。 

 今回の陳情に登場する対外的情報省といった省庁がどの

ような目的、どのような内容のものであるのかが、この陳

情の記述からはほとんど読み取ることができない。また、

この対外的情報省の設立と日米安全保障条約あるいは在日

米軍基地問題がどのように関連するかも不明の状態での陳

情となっている。 

 ネット・社民の会としては日米安全保障条約の内容、ま

た在日米軍基地の状況について、現状のままでよいという

認識ではないが、本陳情の内容は非常に不明瞭で曖昧なも

のが非常に多いため、私たちネット・社民の会としては不

採択とすべきものという立場で意見・討論をさせていただ

く。 

○三階委員 ６陳情第１号 対外的情報省の設立と横田基

地等の見直しを求める意見書の提出に関する陳情について

である。先ほどの日本共産党とは安全保障の部分について

見解は違うが、この対外的情報省の設立の必要性、また横

田基地等の見直しの内容については具体性があまりにもな

いということで、この陳情に対しては不採択といたしたい

と思う。 

○小林委員長 ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 意見・討論なしと認める。これをもって討

論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、不採択すべきものとい

う意見が３名である。よって、これより６陳情第１号 対

外的情報省の設立と横田基地等の見直しを求める意見書の

提出に関する陳情を挙手により採決する。本件は採択すべ

きものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

○小林委員長 挙手なしである。よって、本件は不採択す

べきものと決した。 

 日程第２、第83号議案多摩市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

○松田行政サービス・アセット担当部長 それでは、第83

号議案についてご説明申し上げる。 

 本件に関して、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が本年６月

に公布された。これらの改正に伴い、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部が改正された。本案は、この法律改正に伴い、多摩市行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例中の対応する部分を改正するものである。 

 詳細については担当課長より説明をする。 

○大島ＤＸ推進担当課長 それでは、第83号議案多摩市行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申

し上げる。資料は、サイドブックスの本会議のほうの令和

６年第３回定例会の市長提出議案中に一部改正条例新旧対

照表があるので、こちらをご覧願う。ページは三、四ペー

ジのところになる。 

 先ほど行政サービス・アセット担当部長からご説明申し

上げたとおりではあるが、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律いわゆる地方分権一括法と子ども・子育て支援法等の

一部を改正する法律が本年６月に公布された。これに伴い

母子保健法の一部も改正され、里帰り出産等における情報

連携を可能とするため、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法

の一部が改正された。これまで里帰り先と住所地の市町村

との情報共有の仕組みが整備されていなかったところを、

オンライン上での情報共有ができるように改めるものとな

る。このことに伴い、本市の条例、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用に関する条例中の文言

を修正するものとなる。 

 具体的には、別表５に「、産後ケア事業の実施」を加え

る改正を行う。併せて、児童手当の特例給付については廃

止とされていることから、文言を削除するものである。 

 本改正については、令和６年多摩市議会第２回定例会中

の６月12日に成立し、同19日に公布された法改正への対応

となるので、事前の情報提供ができずに急遽の形となって
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いることをご了承願う。説明は以上となる。よろしくご審

査の上ご承認を賜るようお願い申し上げる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

○上杉委員 先ほどご説明いただいた中に特例給付のこと

についてあったが、特例給付の中身について少し教えてい

ただけないだろうか。 

○大島ＤＸ推進担当課長 特例給付については、児童手当

にこれまで所得制限が設けられており所得制限を超える方

については特例給付の対象になっていたところ、児童手当

のほうが変わって所得制限がなくなるという改正が行われ

ている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。これをもって質疑を終

了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 意見・討論なしと認める。これをもって討

論を終了する。 

 これより第83号議案多摩市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを挙手により採決する。本案は可決

すべきものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

○小林委員長 挙手全員である。よって本案は可決すべき

ものと決した。 

 日程第３、所管事務調査、市民生活と市の業務に関する

ＤＸについてを議題とする。 

 本件は継続案件である。 

 本件については、令和５年12月12日に所管事務調査に位

置づけてから各種調査研究を行い、今後委員会として市へ

提案をする上でさらに知見を深めることが必要なことから、

７月に先進市である横須賀市と東京都区市町村のＤＸ推進

のために設立された一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京を視

察した。 

 横須賀市では、介護認定にタブレットを利用することで

訪問調査結果を一部自動生成することができ、事務処理の

省力化を実現、相談業務ではＡＩ相談パートナーを導入し

たことで相談における情報を蓄積して次の相談に生かすこ

とができるようになったとのことだった。 

 ＧｏｖＴｅｃｈ東京では、都内各自治体が抱える課題解

決に向け、伴走型の技術サポートを実施するほか、自治体

間で共通で利用できるシステムやツールなどを共同して調

達・開発をしたり、デジタル教育を通じた人材育成をサポ

ートするなど、様々な角度から市町村と連携した取り組み

を行っているということだった。 

 ここまでこのように進めてきたが、今後も引き続き自治

体におけるＤＸについて理解を深め、市民サービス向上及

び事務の効率化の視点で調査研究を進め、本委員会として

提案できるよう協議していきたいと思う。このことについ

てご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、そのようにさ

せていただく。 

 最後に、議会運営委員会で所管事務調査については毎定

例会で進捗状況を報告することが確認されているので、今

定例会最終日に報告をする。報告の内容については委員長

にご一任いただきたいと思うが、これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、そのようにさ

せていただく。 

 また、本所管事務調査については閉会中の継続調査の申

出をいたしたいと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。閉会中の継続調査を

申し出ることにする。 

 次に、日程第４、行政視察についてを議題とする。 

 本委員会の所管事務行政に資するため、委員会として先

進地の視察を行いたいと思う。６月の勉強会では、視察を

実施すること及び視察先や日程等について意見交換を行っ

た。その後の調整の結果、10月に愛知県豊橋市及び愛知県

西尾市へ行政視察に伺うこととした。よって、委員の派遣

について議長に申し出をしたいと思う。これにご異議ない

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。 

 それでは、お手元に配付した委員派遣承認要求書（案）

のとおり、委員の派遣については、日程は10月24日から10

月25日までの２日間、場所は、10月24日が愛知県豊橋市、

10月25日が愛知県西尾市である。内容は、豊橋市が、豊橋

市ドローン飛行隊「ＲＥＤ ＧＯＢＬＩＮＳ」について、

西尾市がＬＩＮＥを活用した行政サービスのデジタル化に

ついてである。経費は約25万円である。以上の内容で実施

することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○小林委員長 ご異議なしと認める。では、この内容で実

施することに決定した。 

 日程第５、特定事件継続調査の申し出についてを議題と

する。 

 本件は、別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。こ

れにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、そのようにさ

せていただく。 

 この際暫時休憩する。 

午前10時23分休憩 

   ―――――――――――――――――――― 

（協 議 会） 

午前10時24分開議 

○小林委員長 ここで協議会に切り替える。 

 それでは、協議会事項１、「多摩市健幸ポイント」の

試行実施についてを議題とする。 

 市側の説明を求める。 

○堀健幸まちづくり担当部長 それでは、協議事項１、

「多摩市健幸ポイント」の試行実施についてのご説明を

させていただければと思う。資料については２点あるが、

まず文章の資料をご覧いただければと思う。 

 今回の「健幸ポイント」の試行実施の目的としては、

いわゆる健康無関心層への働きかけが課題となっている

中で、この層をメインターゲットとして、新たにデジタ

ル技術を活用しながら健康診断の受診や地域に出かける

など、健幸を意識した行動を促していく取り組みを試行

的に実施して、今後の展開につなげることとしている。 

 具体的な実施概要についてであるが、10月にａｕウエ

ルネスアプリを利用し「多摩市健幸チャレンジ」を実施

する。また、11月には京王アプリを利用した「多摩市健

幸スタンプラリー」を実施する。いずれも参加対象者に

ついては多摩市民ということで在住・在勤・在学の方を

対象とする。いずれも条件の満たした方については基本

的に同じ構造になっており、まず１つ目としては、対象

となる市内の公共施設に出かけていただくことを目的と

して、例えば健幸Ｓｐｏｔ、コミュニティセンター、図

書館、公園など身近にある市内の公共施設に出かけてい

ただき、そこに二次元コードを設置するので、こちらを

参加者がアプリを利用して読み込むことでチャレンジク

リアもしくはスタンプが得られる形となっている。また、

対象となる市内イベントということで、例えば10月だと

多摩ランタンフェスティバル、ＴＡＭＡＴＡＭＡ ＦＥＳ

ＴＩＶＡＬ、11月になると多摩さわやかウォーキングな

ど市内の各種イベントを対象としているので、こちらに

出かけていただき、そちらの会場に二次元コードを同様

に設置し、参加者がアプリで利用し読み込むことでチャ

レンジクリアもしくはスタンプの取得ができる形として

いる。 

 また、今回必須の項目としては、チャレンジまたはス

タンプラリーの期間中に行うアンケートの中で、令和５

年４月以降に受診した健診または人間ドックについて必

要事項を入力し登録していただくことを必須条件とさせ

ていただいている。 

 いずれも４から６の事項をクリアしていただくと自動

応募という形になり、抽せんでａｕウエルネスのほうが

最大で500名様、京王アプリのほうが最大で1,000名様に

それぞれ400円相当のａｕＰＡＹ残高と京王ポイントのプ

レゼントをする形としたいと思っている。 

 また、チラシの資料の裏面をご覧いただければと思う

が、こちらも既に市内に配布を始めているところではあ

るが、こちらにそれぞれ利用できるａｕウエルネスのア

プリと京王アプリのＱＲコード、二次元コードを設置し

ており、こちらからそれぞれ登録が可能となっている。

ａｕウエルネスも京王アプリもいずれも無料で利用可能

となっていることと、あと、それぞれポイントをもらう

に当たっては、ａｕウエルネスにおいては登録の際にａ

ｕＩＤが必要となるので、そちらを登録いただくことに

なる。また、京王アプリさんのほうでは、デジタル会員

証の登録、京王パスポートをもしかしたらプラスチック

で持っておられたりデジタルで持っておられる方等いろ

いろあるかと思うが、こちらをウェブで連携させてデジ

タル会員証を登録するとポイントの対象となるので、そ

ちらの準備については今から準備可能となっている。 

 ただ、それぞれ10月、11月に開始となるので、対象の

チャレンジ、スタンプラリーについては10月１日、11月

１日にそれぞれアプリのほうでスタートする形となって

いる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 健幸まちづくりの取り組みとして随分お

考えになったなと思うが、１点疑問に思うのが、健診を

受けることがエントリーの必須条件となっているが、そ

の健診内容を入力する際に、少し疑り過ぎではあるが全

く架空の受けていない健診をさも受けたかのように、言

ってみれば不正に入力してエントリーすることが可能な
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仕様になっているのかどうか確認したいと思う。 

○堀健幸まちづくり担当部長 理論上は架空の受診記録

というか受診した事実について登録をしようと思えばで

きてしまうということは正直否めないところではある。

ただ、そこも理由があり、健診の詳細な情報というのは

個人情報に該当してくるので、要は個人の健康のデータ

などになってくるので、どこまで深くこの段階でお伺い

できるのかというところが一つハードルとしてある。他

方で、そういったことを防ぐために、固有の事項として

具体的には受診日時、これは日付までである。あと受診

した健診機関の種別として、例えば学校、職場、病院、

健康センターなどそういうところで受診したかどうか、

また所属の健康保険者の種別ということで、健保組合や

協会けんぽ、国民健康保険などといったもの、あとは性

別、年代などを登録していただくということで、なるべ

く個人情報の壁をぎりぎりのところまで聞けるように設

問を設定するということで考えている。 

○いぢち委員 正直不正の可能性はあるが、そのことを

見越してでも健康に関する市民の皆さんの安心を高めた

いといったような形での取り組みと理解してよろしいか。 

○堀健幸まちづくり担当部長 ご指摘のとおりである。

今回試行的な実施ということで、健幸まちづくりに新た

にデジタルを使った取り組みという形でやらせていただ

くところであり、特に健康診断というのは通常会社にお

られれば自然と案内が来て受けられる方も多いかと思う

が、他方で例えば会社にお勤め方の方の奥様、あとは国

民健康保険の場合はご自身で登録して受診機関に向かわ

ないといけない、会社でまとめて受診というようなこと

ではなくご自身で健診のところに行って受診しないとい

けないというようなハードルがあり、実際に受診率がな

かなか上がってこないということもある。こういった問

いをまずはさせていただくことで、今回年代と所属の保

険者、あと性別などもお伺いすることにしているが、ど

ういった方々が健診に実際に向かわれているかというこ

とをまず手がかりとしてお伺いできればと思っていると

ころがある。健診データは一元的に保険者がそれぞれ持

つものであるので、自治体が国民健康保険、後期高齢者

医療広域連合の保険に所属する方々以外の働いている

方々のデータというのはなかなか知るきっかけがないの

で、少なくともこういう形であっても皆様の全体の関心

をぜひ高めたいということと、こちらとしても得たもの

を今後の取り組みに生かすということでやっていきたい

と思っている。 

○いぢち委員 この結果は本当に重要というか期待する

ところであるので、終了の暁に何らかのデータとして私

たちのほうにまたフィードバックしていただけるという

ことで、結果を待っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 三階委員。 

○三階委員 健幸ポイントということで、我々としても

やり方云々はあるにしろいろいろトライしてみたらどう

かというようなことを提案してきたが、実際にトライし

ていただけることが決まってすばらしいと思う。実際こ

ういうのを見ると、参加の応募条件ということでいろい

ろあり、少しハードルが高いのではないか、あとポイン

ト的に400ポイントだと実際お得感はどうなのか、そこら

辺でこれによって相当参加されるのかと少し疑問に思っ

ていたが、その点はどう思っているのかお伺いしたい。 

○堀健幸まちづくり担当部長 少しハードルが高いとい

う意味合いについては、２点程度そのハードルがあるか

と思う。一つは、こういうアプリを登録して開始する、

スマホを使って取り組むということのハードル、どの世

代においても実施可能かということがあるかと思う。も

う一つは、多摩市内にいろいろ出かけていただいてこの

項目をクリアしていただくという部分かと思う。 

 まず１点目については、こういったデジタル技術を取

り入れた健幸ポイントの取り組みというのは全国の様々

な自治体で実施されているが、実は一律に決まった方法

というのが現状ないという状況である。それぞれの自治

体がそれぞれの自治体の市民の皆様が参加しやすい形を

工夫して何とかチャレンジしているような状況にあり、

今回このスマホを利用するということについても、実際

本格実施する前にもしかしたら年代や人によってハード

ルがあるかもしれないということも含めてご意見を賜り

たいというところで、今後そのデジタルの取り組みを健

幸まちづくりにどのくらい取り込んでいけるか、取り組

むにしても今回の結果を踏まえて例えば働く世代であれ

ばこういったものが適しているのでそういった世代に特

化してこういったものを使うといったことも検討してい

きたいと思っている。したがって、実際使っていただい

て難しかった点や良かった点をアンケートなどでご意見

を賜りたいということで、そこのハードルも含めてお伺

いしたいと思っている。 

 ２点目の市内のイベントや対象施設への参加であるが、

いずれもおおよそ週末に出かけて１つクリアし、プラス

あと健康診断の登録ができればクリアできるぐらいの数
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に設定するべく業者と調整をしており、何とか週に１回

近くの図書館に出かけていただくかイベントなどに行っ

ていただけないかというところでハードルを設定してい

る。 

 最後の金額についてであるが、今回ａｕウエルネスさ

んと京王アプリさんはそれぞれオリジナルでやっておら

れる事業もあるので、そういったときの参加者やそのと

きのインセンティブの金額などもいろいろご相談させて

いただいたところ、200円でも参加者がそれなりに多いと

伺った次第である。そういった中でさらに市のイベント

ということで、例えばこれだけ健康に関することを頑張

ったのでそのご褒美として例えばコーヒー１杯買えると

よい、かつ予算の範囲内で多くの方々にチャレンジいた

だきたいということで今回この400円という値段に設定さ

せていただいているところである。 

○三階委員 いろいろ状況等はわかった。ただ、私とし

ては、例えば今登録をワンクリックで行えるようなアプ

リが多いので、ここまで入れるとなると、そこまで入れ

るまでに嫌になってしまうということで少しハードルが

高いかと思う。 

 それで今回チャレンジすることはよいのであるが、こ

れによって例えば今試行実施であり本格実施ではない、

要するに試験状態であるが、これでもしつまずいて、あ

まりよくない、意味ないということになったら今度やめ

てしまうのか、それとも形を変えて健幸ポイント等を続

けていくのかという部分についてお伺いしたいと思う。 

○堀健幸まちづくり担当部長 今回の結果を踏まえて、

もし結果として不調に終わった場合であるが、何が不調

の原因だったかをよく分析をした上で、次年度以降また

形を変えるなり、やり方を変えるなりして取り組んでい

ければと考えている。 

○三階委員 一つの取っかかりになると思うので、ここ

でつまずいてやめるのではなく、本当にまたよい形で本

格実施していただければと思っている。その点を要望し

て終わる。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項２、第９次行革計画「多摩市持続可

能な市政運営のための取組み（令和２～５年度）」にお

ける総括についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

○大島行政管理課長 それでは、「多摩市持続可能な市

政運営のための取組み」における総括についてというこ

とで、こちらは第９次の行革計画の取り組みになる。行

革計画の取り組みについては、令和２～５年度の４年間

で第９次の計画といったところであるので、その総括を

ここでご報告させていただくものである。例年だと単年

度ごとの成果を少しお話しさせていただいているが、今

回は４年まとめてお話をさせていただければと思ってい

る。 

 資料は２つあるが、今回は上のほうの資料、もう一つ

のほうは一覧表になっているが、真ん中に「総括」と書

いてある資料をご覧願う。 

 ページをめくって２ページ目は「はじめに」というこ

とでご挨拶のところになるので、ご説明は割愛する。 

 ３ページ目である。こちらについては、第９次の行革

計画の取り組みの達成目標と財政健全性の指標というこ

とで、当初計画を立てたときにこういった目標を立てて

いた、また確認する指標として財政指標を設けていたと

いったことの確認である。 

 計画の達成目標としては、各年度の取り組みを「達

成」、「未達成だが着手」、「未着手」という３段階に

分けて評価した上で、達成が８割を超えるようにという

目標を定めていた。また、財政指標としては、これは目

標を目指すのであるが、毎年確認をして健全性が保たれ

ているかどうか確認するための指標ということで、財政

調整基金30億円以上、起債額であれば４年間で140億円以

内、また経常収支比率は予算時95％以下、決算時91％以

下を健全性が持たれている一つの指標として設定させて

いただいたところである。 

 その結果が次のページ以降である。達成率のところで

あるが、各年度の達成率をこちらに書かせていただいて

いる。全体で74項目がこの第９次の行革計画には載って

いる。こちらの74項目の取り組みがあったところである

が、年度ごとにその年度に取り組みがあるものとないも

のがあるので、下の表では実施項目数が年度によってば

らばらである。また、年度によって追加や取り組みの廃

止といったこともこの計画の中ではしてきたところで、

令和５年度については65項目の取り組みがあった。こち

らについては、達成したものが56項目、達成できなかっ

たが着手はしたものが９項目で、達成率は86.2％。令和

和２年度から４年間やってきたが、各年度８割という達

成目標は、数字上は達成できているところである。 

 続いて、５ページ、年度別の達成率と財政指標である。
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こちらについては、先ほど申し上げた内容を少し文言で

書かせていただいているところである。 

 続いて、６ページ目、財政指標についてである。財政

指標としては先ほど言った３つがあるが、経常収支比率

については毎年度予算時の時点では95％以下という目標

がなかなか達成できなかった。予算時点では財政的に少

し硬直化が進んでいるといった状況である。決算時には

執行の工夫等、またその年度に交付金が出たりしたこと

もあり、何とか91％以下という目標は達成できてきたと

ころである。 

 また、財政調整基金については、計画的に決算額、剰

余金等も積んでといったところで、目安としての30億円

以上を超える数値を残してきたところである。 

 また、起債額についても、当初４年間で140億円以内と

していたが、一部施設が先送りになったものもあるので、

期間中85.4億円ということで、起債額については予定ど

おりである。 

 次に、７ページは、今申し上げたようなところを少し

グラフと言葉で表しているところである。 

 ８ページ目からは、各取り組み項目の状況について、

先ほど80％を超えるような目標だったということである

が、行革計画の中で３つの柱を設けてそれぞれに取り組

み項目を設けているので、それぞれの柱ごとの達成状況

がどうだったのかを少し確認させていただいているとこ

ろである。柱としては行財政運営手法の転換、都市基盤

を含む公共施設等のマネジメント、内部改革の推進の３

つの柱を立てているが、こちらについてはおおむね項目

数に対して達成率が８割を超えているといった状況であ

る。また、それらの柱にはよらないが、行革に資する取

り組みとなるものとしてその他という項目があるが、こ

ちらについては14項目のうち10項目達成ということで

71.4％、８割には少し満たなかったところである。 

 ９ページ目以降については、それぞれの柱でどういっ

た取り組みがあり、その成果がどうだったのかを少し言

葉で書かせていただいている。細かい内容になるので、

後ほどこちらの内容と、もう一つの資料の「取組項目達

成状況一覧」をご確認いただければと思う。10・11・12

ページとそういった内容が続く。 

 最後のページは、「さいごに」ということで、引き続

き行革計画は、第９次は終わったが、持続可能な行財政

運営を進めていくためにということで今年度第10次の行

革計画を立てながら、第９次の行革計画の積み残しのよ

うなものに引き続き取り組みながらこれからの行財政運

営に努めていくといったことで書かせていただいている。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 ６ページ目から７ページ目、経常収支比

率のところで、予算編成時のときはここのところ４か年

なかなか目標を達成することができなかったということ

で、こちらに分析も載っている。新型コロナウイルス感

染症による市税等の減収や物価高騰等の理由が掲げられ

ているが、市側の分析としては、この予算編成時に経常

収支比率で見ると硬直した財政になってしまっていると

いうのは、外部要因が多いとお考えなのか、それとも多

摩市の中で何らか解決し得ることがあり、それを今後に

どう生かしていこうとしているのか、そういったような

分析がもしあれば伺いたいと思う。 

○大島行政管理課長 細かなところは財政課に伺わない

とわからないところもあるが、予算時の指標ということ

でなかなか立てづらい、結局予算を立ててみないとその

経常収支比率が何％だったのかが出てこない。あと市税

収入を先ほどここにも書かせていただいているが、少し

堅めに見込んでいたが実際には上ぶれした状況もある中

で、予算時に95％以下に抑えられるとよいが、そこは立

ててみないとわからないといったところもあり、なかな

か達成するのが難しいかと思っている。いろいろな状況

があり、社会保障経費などは年々積み上がっていくとい

うことで予算は立っているが、実際執行の中で抑えられ

てきて決算時には何とか収まるといった形になっている

ので、目標というか指標として確認しようとして立てて

いるのだから達成したいところではあるが、そういう難

しいところもあると伺っている。 

○いぢち委員 予算を立てる際には経常収支比率を最後

まで見通すのはなかなか難しいという事情は理解できる。

また、個人的にも本当にこの数年の様々な社会情勢、自

然環境を含め変化の大きさを考えると、そうした中で結

果として多摩市がこれだけ黒字経営を続けてきているの

は非常な努力であるということで一定の評価をしている。

ただ、本当にこの先行きが見えにくいという状況はこれ

からも続くので、そこのところは皆さんの手腕によると

ころが大きいと思うので、よろしくお願いする。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 上杉委員。 

○上杉委員 起債額のところについてお聞きしたいと思

う。今85.4億円にまでふえているが、返済の計画はどの

ようになっているのか。 
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○大島行政管理課長 細かいことは私のほうで把握して

いないところもあるが、これは期間中の起債額で、毎年

度普通建設事業があれば大体そこに起債を充てていくが、

それぞれこの建物について借りたお金については10年で

償還しよう、15年で償還しようというような借りたとき

の定めがあるので、それに従ってそれぞれ計画的に償還

していく。また、繰上償還することでトータルのコスト

が抑えられるのであればそういったことにも取り組みな

がらやっており、多摩市については、起債額の償還、公

債費についてかなり健全な状況を保てている。 

○上杉委員 ここにも書いてあるが、今後小学校の建て

直し、市役所の建て直し等いろいろ予定されているが、

そういった建物の建て直しが行われてもこの140億円は超

えないという目標を持たれているのかお伺いする。 

○大島行政管理課長 この140億円については、第９次の

行革計画で令和２年度から令和５年度の間に予定してい

る普通建設事業に対して充てていく予定となっている。

今言われたようにこれから先かなり高額の、本庁舎をは

じめ100億円を超えるような、本庁舎は174億円と今お示

しさせていただいているが、そこに起債を充てようとす

るとそれだけで何十億円というお金になってくる。した

がって、そのときそのときに必要な額を記載しながらそ

れを平準化というか借りる年度や返し方も含めて後年度

に負担を残さないようにしつつも、一時期にお金を負担

するとそのときの市民が負担することになるので、将来

にわたって使い続ける施設について負担の分担、平準化

をするための起債であるので、そういったところで、そ

のときそのときで起債額の目標を定めてやっていく。し

たがって、今後も140億円というわけではなく、今第10次

の行革計画ではこの起債額という指標を設けなかったが、

それとは別に財政の見通しを毎年立てているので、そう

いった中で今後の起債の見通しを立てながら健全な財政

を保てるような数値を目標として取り組んでいるところ

である。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 三階委員。 

○三階委員 いろいろ計画というか取り組みについてま

とめているが、まさにこの期間がちょうどコロナ禍の真

っ最中ということで、コロナ禍の影響という部分につい

て、寸評でもよいが、行財政はまさにこのような状況だ

ったという部分についてお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 財政的なところでいろいろ負担が

ふえた部分については国が交付金を出してくれていろい

ろな給付金があったりして財政的にはそれほど大きな負

担ではなかったのかもしれないが、職員の負担はかなり

大きかったかと思う。いろいろ今までにない対応をしな

ければいけなかった部分があるので、そういう負担は大

きかった。一方で、非接触というところもあったのでデ

ジタル化がかなり大きく進んだかと思う。多摩市議会は

かなり進んでいてｉＰａｄ等が入れられていたが、我々

の会議でもなるべく資料をなくそう、遠隔でも会議がで

きるようにしようという工夫なども進み、デジタル化に

は寄与したし、そういう意識も高まってきた。そういっ

た意味では、良かったとは言えないかもしれないが、そ

ういう効果もあったかと考えているところである。 

○三階委員 今後コロナ禍を終えて、これを生かしたほ

うがよいのではないか。そこら辺の部分で市政運営等に

ついてどう感じているのかをお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 ただいま申し上げたとおりオンラ

イン化やデジタル化は一層進めていく必要がある。ただ、

それに対応が難しい方を取り残さないようにしていくこ

とが重要であるというのが一つある。また、コロナ禍で

少し衰えてきたというか、なかなか集まれなかったこと

によって疎遠になってしまったところで、市民の力とい

ったところが少し落ちているような印象を持っている。

そういったところでは、今後協創を進めていくという中

でもあるので、再度市民の方が集まって一緒に何かやっ

ていく、市民力を高めていくような工夫が必要かと感じ

ているところである。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項３、「公共施設の使用料設定にあた

っての基本方針」の見直しに向けた検討と審議会開催に

ついて、市側の説明を求める。 

○大島行政管理課長 続いて、「公共施設の使用料設定

にあたっての基本方針の見直し」に向けた検討と審議会

の開催についてということでご説明させていただく。 

 資料をおめくりいただくと、これまで多摩市の使用料

については、平成17年３月に使用料の基本方針を策定し、

そちらに基づいて基本的な使用料を設定してきたところ

である。基本方針については６年ごとに見直しを行う、

それに基づいて策定する使用料については３年ごとに見

直しを行うというルールで進めてきたところである。ま

た、６年ごと、３年ごとというのはなかなか頻繁である
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ということで、平成29年５月からは８年ごとに基本方針

を改め、それに基づく使用料については４年ごとに改め

ているところである。 

 基本方針をなぜ定めたのかであるが、それまでの過去

は使用料を施設ごとにばらばらの考え方で定めていたと

ころもあったし、また無料の施設、有料の施設がばらば

らであるといったところもあった。こういうところを一

定市の方針として定めるということから、平成17年から

利用していただく方に一定程度利用料を負担していただ

いて利用していない方の負担もあることを意識していた

だくといった取り組みの中で進めてきたところである。 

 今回令和６年４月が基本方針の改定に当たる年であっ

たが、コロナ禍もあり、使用料の改定、基本方針の改定

を少し見送ってきたというところがあった。昨年５月に

新型コロナウイルス感染症も５類となり、今もはやって

いることははやっているのだと思うが、日常的なところ

は少し戻ってきたのかというところで、改めて公共施設

の使用料設定にあたっての基本方針の見直しを進め、使

用料も算定の見直しを進めていこうと考えている。 

 ３ページ目は、使用料の対象施設で、今現在使用料を

いただいている施設の一覧である。 

 続いて４ページ目については、当初は先ほど申し上げ

たように４年ごとの使用料改定で、本来だと令和６年４

月からの使用料改定が予定されており、その２年度前の

令和４年度には使用料の改定作業に入ることが予定され

ていたところであるが、コロナ禍によって施設の利用状

況や施設に係る経費も今までと違う状況があった中で、

それに基づいて使用料を算定すると正しい使用料にはな

らないのではないかということで使用料の改定を見送っ

たことをここに書かさせていただいている。 

 ５ページ目に、その際にでは使用料をいつ見直すのか

議論した結果として、使用料の改定は令和８年４月を目

指す、基本方針をその間に改定することになるので令和

６年５月に基本方針を改定しようと、令和４年度に議論

したときには考えていた。ただ、令和４年度のときには

まだコロナ禍が収まっておらず、先ほど申し上げたとお

り令和５年５月にコロナ禍が一旦終息したのでそれ以降

に基本方針の改定に着手し、昨年の下半期から今年上半

期にかけて内部で少し検討を進めてきて、一定程度考え

方をまとめてきたところである。 

 ６ページ目は、現在の基本方針の課題を少し書かせて

いただいているところである。令和４年度に庁内で議論

した際の、こういったところが少し課題であるというこ

とを書いている。コロナ禍で先ほど来申し上げているが

施設が閉館をしたり開館時間を短縮したり人数制限など

を行っている中で、それを使用料に算定していいのか、

基本ルールはそういうものを想定していなかったので、

そういうものを考慮に入れた基本方針にする必要がある

のではないかということである。また、現在のルールで

は施設側が利用率を上げようとしてもしなくても、一定

程度利用時間とその利用の時間数、こま数のようなとこ

ろで割り返して自動的に使用料が出てしまうが、それで

いいのかどうか、結局利用が減ることが使用料に反映さ

れたり、利用のこま数が一定程度であれば施設の料金が

上がれば自動的に使用料が上がっていってしまうが、そ

ういうのでいいのかどうかも考えていく必要がある。ま

た、使用料を実際に算定して、その施設ごとにこの施設

は100％使用料で賄う施設、この施設については公共性が

高く市民に負担をしていただく額はなるべく減らしたい

ので75％、50％、25％ということで施設の負担率を定め

ているが、実際に使用料でどのぐらい賄えているのかを

見ると、25％や50％と定めているところでも実際には使

用料で10％ぐらいしか賄えていないような施設もある。

それが一概に悪いということではないと思うが、そうい

う状況も知っていただいた上で、使用料は一定程度そう

いう施設を維持していくのに必要なものなのだというこ

とを市民の皆さんにも理解いただきたいということで、

そういうものを示すような仕組みも必要なのではないか

といったところである。また、基本ルールに基づいた算

定をするには、各施設所管も４年ごとにかなり大きな負

担があったり、４年ごとにやることによって担当者が替

わってしまってどうやって計算したのかがわからなくな

るといったこともあるので、なるべく簡素でわかりやす

い仕組みに変える必要があるのではないかということが

課題として挙げられたところである。そういったところ

を踏まえて今回基本方針の改定見直し作業に入っていく

ということで、基本使用料等審議会をこの下半期に開か

せていただこうと考えている。 

 ７ページ目、一番下の赤いところに書いているが、今

年度中に審議会を開催し、来年に基本方針の改定を予定

しているところである。それに基づいて使用料を実際に

算定して改定をしていくのは令和９年10月頃ということ

で今考えているところである。 

 ８ページ目は、それを少し表に落とし込んだというこ

とで細かなところになっているが、ただいま申し上げた

とおり、今年度下半期に審議会を４～５回開き、答申を
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いただいた後、パブリックコメント等を通じて基本方針

を定めていきたいと考えている。それに基づく使用料の

算定作業を令和７年度下半期から始め、令和８年度には

使用料等の条例を改正し、その１年後に条例施行という

形で考えているところである。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 ２点伺う。まず６ページ目の３番のとこ

ろ、施設の性質別分類に応じて、75％から25％までとい

う設定の中で、ただ実際には10％に満たないということ

の後、利用者に使用料の使い道等、使用料のコストに関

わる割合を知ってもらおうということの意味であるが、

つまり使用料を上げるということは利用者にとっては割

高感といったものがどうしても生じるのであるが、その

場合にこの使用料を上げることは、この施設の維持管理、

皆さんが利用していただくこの施設の言ってみれば先行

きのために使うものであるという納得感を持っていただ

くためであるというニュアンスでよろしいか。 

○大島行政管理課長 今いぢち委員から言っていただい

たように、皆さんからいただいている使用料がどう使わ

れているのかを示していく必要があるだろうということ

である。それがこの施設の維持管理に使われている、将

来的にも使われていく、一方で、いろいろなコストが上

がっていく中では使用料を上げざるを得ないようなとこ

ろもあるかと思っている。そういったところの納得感が

得られるように、こういう施設にはこのぐらいの使用料

をいただいているが使っていない方々からのこのぐらい

の負担で成り立っているということを承知しておいてい

ただくと、納得感にも少しつながるのではないか。そう

いったものは今まで細かに皆さんに伝えておらず、施設

白書の中ではコストをお示ししていたが、もう少し知っ

ていただく努力も必要なのではないか、それによって市

民の方からも使用料はやはり大事なものなのだというこ

とを認識していただけるのではないかといったところで、

行政と市民の間で共通認識を持ちながら適切な使用料算

定にも役立てていきたいと思っている。 

○いぢち委員 公共施設における受益者負担の考え方と

いうのはなかなか難しく、私たちの会派でもスパッと割

り切れない思いでいる。現状を踏まえたときに、例えば

駐車場料金や使用料をある程度上げていかざるを得ない

こと、値上げに関して多摩市がこれまでかなりきめ細か

く討論して決定し実行してきたということも理解してい

る。ただ、それでもこの厳しい経済状況の中で今後も値

上げに向けて検討していかなければならないことが当然

予想されるので、その際に今言っていただいたとおり市

民の皆さん、利用者の皆さんになるべくわかっていただ

ける、それがわかりやすく示されるような形を今後も考

えていただきたいと思っている。 

 それと、最後のページにある審議会の委員構成である。

市民委員の中で公募の応募者、これは一般市民の方が入

るかと思うが２名ということで、あまりボリュームを上

げても大変かもしれないが、こうした使用料の妥当性に

ついて審議する場で一般市民の数が２名というのは少し

少ないようにも感じるが、これについてはどのようにお

考えか。 

○大島行政管理課長 申しわけない、私、９ページ目の

説明を飛ばしてしまった。使用料審議会の委員構成とし

ては、学識経験者の方３名、市民の方５名ということで

考えている。学識経験者の方については、公共政策や施

設マネジメントに少し識見を有する方、また市内の税理

士の方にお願いしたいと思っている。市民の方として、

今いぢち委員が言われたように公募２名、また公募以外

にコミュニティセンターの運営協議会の委員、公民館の

利用団体の方、体育協会の方、こういった方々にも入っ

ていただくという中で、市民委員は５名おられる。その

うち２名を公募にするということで、学識経験者の方３

名に対して市民委員のほうが多いという形をとっている

ところである。 

○いぢち委員 それはこれを見ると大体わかるが、その

中で、言ってみれば一般のユーザーの方の視点というも

のをやはり知りたいと思うが、こういう専門家が集まる

ところではただでさえ一般の方はなかなか声を上げづら

い雰囲気もあるかと思う。２名というのが少ないのでは

ないかというのが私の率直な感想であるが、それについ

てはいかがか。 

○大島行政管理課長 物によっては市民委員の方にたく

さん入っていただきたいものもあるところであるが、実

際に公募をかけて集まるのかといったところもあり、過

去の審議会の委員の募集などを見ても結構ぎりぎりだっ

たり、３名～４名を応募して僭越ながら委員の審査をさ

せていただくとなかなか難しいなという方もおられたり

ということで、２名が少ないのではないかということで

あるが、今回は２名を考えている。今後のところで、も

う少し市民の方の声を聞くような工夫を入れながら考え

ていく必要があると、今そういうご意見かと受け止めた。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 
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 三階委員。 

○三階委員 今公共施設のことについては、高いか安い

か他市と比較したりして安いと言う人、少し高いのでは

ないかと言う人、いろいろあると思うが、ある程度他市

と比較しながらいろいろ進めている部分があるかと思う。

それとは別に、今後様々な公共施設については、いぢち

委員も言ったが駐車場の有料化がこれからどんどん進ん

でいくだろうと思う。そういう部分については、施設の

場所や用途について、要は施設の値上げというよりも駐

車場の減免だ何だということが結構市民の方から多くな

ってきているかと思う。できたらそのような施設の場所

や用途とセットで駐車場についての考え方もしっかり中

に入れて話し合うべきではないかと思うが、その点につ

いてどう思っているのかお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 多摩市では駐車場の使用料に関す

る考え方を別に定めて、今公園の駐車場の有料化をさせ

ていただいているところである。一方、お隣の日野市な

どでは駐車場の使用料もこういう基本方針の中に併せて

考え方を入れているという事例もあるので、その辺はこ

の審議会の中でも委員の方にご意見を伺いながら、入れ

込んでいくのかどうかも含めて考えていきたいと思って

いる。また、減免の考え方については、使用料の考え方

として使用している方から一定程度負担をしていただく

という考え方を取っているので、施設のほうも減免して

駐車場のほうも減免してということになると、結局減免

した部分というのは使っていない方の負担になってくる

ということがあり、先ほどのようにそういうことも市民

の方に承知していただきたいというところがあるので、

一定の考え方は必要だと思うが、今のところ駐車場の減

免についてはなるべく少なくしないと黒字化にもつなが

らないということでジレンマを抱えながら考えていると

ころである。一定の体育団体の大会といったときの配慮

についてはスポーツ振興課のほうでも考えさせていただ

いているので、そういった対応を取らせていただきなが

ら、多くの方に納得いただけるような基本方針にしたい

と思っている。 

○三階委員 できたら、今そのような考えであるのなら、

しっかりと俎上というか、その中で考えて審議しながら

進めていただければと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 上杉委員。 

○上杉委員 公共施設の使用料の設定のところであるが、

この下にもあるが今後公共施設の使用に関する基本方針

の見直しを進められるというところで、その中で老人福

祉館がなくなってコミュニティセンターになるというこ

とであるが、老人福祉館がなくなってコミュニティセン

ターになったら当然料金も発生するということでよいの

かをまずお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 公共施設の使用料の基本方針につ

いては、基本的にはこういう考え方で施設に係るコスト

を使う時間数、使う利用者数で割り返して定めようとい

うのが基本方針としてある。その中で減免の考え方、こ

ういう場合には減免できるといったところを定めていく。

また、今回の基本方針の中では、今言われたような一律

の減免ではなく柔軟な考え方で定めていく必要があるか

と思う。したがって、施設の性質に応じて、例えば中学

生・高校生のお子さんだったら減免しよう、障がい者の

方は２分の１減免や無料という捉え方があるが、そうい

ったものを施設ごとに判断できるような形に変えていき

たいと思っている。また、先ほどの説明からは漏らした

が、今後の考え方としては、今まで団体で利用していた

ところも空いているのであれば市外の団体でもよい、個

人利用もなるべく認めていく、そういったことはいわゆ

る基本方針の中でも読み込めるが、もう少し強くそうい

ったところの考え方も入れていきたいと思っている。し

たがって、言われたように老人福祉館が何かに変わった

ところについてこれまでの利用者さんに対して減免する

かどうかは、その施設ごとに判断をしていこうかと思っ

ている。 

○上杉委員 もう一度確認であるが、ご高齢の方は今無

料で老人福祉館を利用できると思うが、今後コミュニテ

ィ施設に変わったとしても、正規の料金をご高齢の方か

らは取らないような考えを持っているということでよろ

しいかお伺いをしたいと思う。 

○大島行政管理課長 基本的にはその施設の性質がある

と思っているので、高齢者のための老人福祉館という施

設から一般的な施設に変わったときには、その考え方の

中で使用料を算定していくのだろうと思っている。ただ、

今言われたそこについては、これまで利用していた方が

お金を払うのかどうか、それは施設ごとに判断していく

必要があるかと思っている。これまで無料だったから必

ず無料にするということは考えてはいない。一定程度利

用に対する負担が発生するということを認識していただ

きながら、市の考え方として、そういった方の利用を引

き続きしてもらいたいのだということであれば、そこを

無料にするということも考えられるし、そこはその都度、
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その施設ごとの判断になろうかと思っている。したがっ

て、施設所管で考えていただく。当然多摩市として考え

ることにはなるが、この場で引き続き減免をする、無料

にするということは申し上げられないところである。 

○萩野資産活用担当課長 今回の老人福祉館からコミュ

ニティセンターもしくはコミュニティ会館にというとこ

ろについては、様々そのあたりも検討しているところで

ある。今回の基本的な考え方は、お年寄りだけではなく

多世代で利用できるようにするということで、利用対象

者の拡大を視野に入れてコミュニティセンター・コミュ

ニティ会館へ転換していきたいという考え方である。そ

の中では、これまで使っていたお年寄りの方々が使えな

くなるということはなく、当然若い方からお年寄りまで

全ての世代の方が使えるようになるという中では、お年

寄りについて利用料金をどうするのかというところはま

だまだ検討の余地がある。例えばお年寄りを免除してし

まうと、利用者の方々は現状多くの方々がお年寄りにな

っているので、ほとんどの方々が無料になるような整理

になってしまう可能性もある。そのあたりは丁寧に精査

をしていきたいと思っているところである。 

○上杉委員 老人福祉館がこれまで果たしてきた役割と

いうのは非常に大きいものがあると思っていて、高齢者

の方の自立、そういったコミュニティで活動することに

よって健康を維持し、健康が維持されることで医療費が

抑制されるという効果もあると思う。そういったことも

考えていただいて、今後しっかり議論をしていただけれ

ばと思う。 

○萩野資産活用担当課長 老人福祉館が果たしてきた役

割ということで、老人福祉センターＢ型という立ち位置

の中でこれまでやってきたことについては、今後も引き

続きできる整理をしているところである。したがって、

果たしてきた役割が今後なくなってしまうのではないか

というところについては、ご心配に及ばないかと今思っ

ている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 それでは、私からよいか。特にコミュニティ施設、コ

ミュニティセンターや公民館の利用者の使用料に関して

の要望は、このスケジュールの中でパブリックコメント

があるのでその中に含まれる気もするが、とりわけ利用

者の要望を聞くということは非常に大事な部分ではない

かと思うが、これはどのように位置づけられているのか

と、それから、利用者については、それぞれの施設で１

年に１回ぐらい利用者懇談会があり、そこでいろいろ聞

いていると思うが、そういった機会を利用して意見を聞

くようなことはあり得るのかをお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 ただいまいただいたのは、市民の

声をどう反映させていくのかといったところである。今

回の基本方針については、幾つかの改定を行う予定であ

るが、基本の考え方というのは、これまでいただいてき

た考え方を踏襲しながらといったところである。そうい

った中で、市民の方は当然安いほうがうれしくて、でき

れば上がってほしくないという思いがあるのは承知して

いるところであるが、今回やるのは基本方針で、こうい

う考え方で施設の使用料を算定していくというところを

確認させていただく部分となるので、これまでいただい

た声やパブリックコメント等をとおして基本方針を設定

させていただき、それに基づく使用料のようなところに

ついては、もう少し丁寧に今言われたような利用者懇談

会のような場でも説明をしていく必要があるかと考えて

いる。ただ、一定の考え方を取る基本方針の中では、や

はりどうしても物価が上がると使用料も上がってきてし

まうといったような形になろうかと思っているので、そ

の辺をパブリックコメントの際等に説明していく必要が

あるかと思っている。 

○小林委員長 公共施設については、もともと公民館等

は無料だったわけであるが、そこが有料化になり、それ

から何回か値上げがあり、利用されている団体は特に団

体登録して利用されるが、その団体の中にはあまり上が

ってしまうとその団体の活動そのものがやっていけない

ケースが出てくるようなところもないわけではないと思

う。その辺の声というか、団体の活動に支障を来すよう

なことがないような形で考えてほしいと思う。その点を

もう一度伺いたいと思う。 

○大島行政管理課長 急激な使用料の値上げとなるとや

はりそういった方も多く出てきてしまうといったところ

では、今の基本方針でもそうであるが、激変緩和のよう

な考え方も入れながら、とはいえ実際に施設にはこれだ

けのお金がかかってしまう、それを維持・更新していか

なければいけないという中では、一定のお金はいただき

ながらということになろうかと思っている。そういった

ところを丁寧に説明しながら、ご納得いただけるような

形にしていこうかと思っているところである。実際に算

定してみないとどのぐらいの料金になるのか今わからな

いところではあるが、光熱費の上がっている状況、維持

補修の人件費等も上がっている中で、一定程度値上げの

方向にはなってしまうのかというところを今の段階では
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持ちながらも、市民の方がそれでも一定程度のところは

やむを得ないと思っていただけるような説明をしていき

たいと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項４、書かない窓口・おくやみコーナ

ー導入に向けた検討状況について、市側の説明を求める。 

○大島行政管理課長 それでは、書かない・おくやみコ

ーナー導入に向けた検討状況についてということでご説

明申し上げる。資料をお開きいただいて、２ページ目か

らである。書かない窓口というのが全国的に広がりを見

せているといった中で、なるべく市民の方の負担を減ら

していこうという取り組みである。書かない、窓口で待

たなくてもいいような仕組みがやはり求められていると

いった中で、多摩市においてもそういった検討を進めて

きたということで、一定程度今後の方向性が出てきたと

いう中での本日のご報告である。 

 ２ページ目のところは、書かない窓口はデジタル庁で

もそういったところを進めているという中で、市民の方

が来ても、一回書けば同じことを書かなくてもいいよう

なものを仕組みとして盛り込んでいければということで

考えているところである。 

 資料の３ページ目、窓口利用体験についてということ

で、実際に窓口を我々職員が体験してみないで考えると

なかなか難しいということで、まず利用体験というもの

を昨年度実施してみたところである。デジタル庁では、

そういう窓口利用体験を推奨しており、窓口ＢＰＲアド

バイザーを派遣をしていただけるということで、それを

活用したところである。実際に窓口の利用体験、窓口を

担当していない職員や初めて市役所に入ったような若手

の職員といった方々に体験をしていただくことで、どの

ような課題があるのかを洗い出すための取り組みという

ところである。 

 ４ページ目は実際の窓口利用体験の状況についてのご

説明となるので簡単に説明をさせていただければと思う

が、窓口利用体験については昨年度10月26日に行った。

それの振り返りをしながらどのような課題があるかを確

認してきたところである。アドバイザーの方には３回ほ

どウェブと現地でアドバイスをいただいたところである。 

 ５ページ目、実際の窓口利用体験のペルソナの設定と

いうことで仮定である。こういう仮説というか、こうい

う手続の方がおられたらどうだろうということで３パタ

ーンつくって試してみたというところで、１パターン目

は転入ペルソナＡである。転入の手続に来られた方、介

護を受けておられるお母さんがいて、ご夫婦の方がいて、

お子さんが３人いるようなご家庭を想定した場合どうい

う手続があるのか。また、Ｂというところでは、おくや

み、お父様が亡くなられたということでお母様とそのご

子息が窓口に来た場合というパターン、それからペルソ

ナＣ、転入されてきた方の証明書の発行についてという

ことで、こういう３パターンを設定してみて、実際の窓

口を回っていたところである。 

 ６ページ目、実際に職員が体験をしてみてというとこ

ろで、本当に窓口でなるべく事前情報なくやっていただ

きたいということで、あまり調べないで来てほしい、本

当に窓口を体験したことがない方が体験をされたという

ことで、午後から開始してどのぐらいの時間がかかるの

か、どのぐらいのことを書かされるのかを体験してみた

ところである。 

 ７ページ目はそのまとめになるが、例えばペルソナＡ

を見ていただくと、転入の手続、介護があり、保育があ

りということで５つぐらいの部署を回る必要があった、

それに対して職員のほうは８人ぐらいの対応が必要だっ

た。その体験の際に書いていただいた名前の数は、家族

の分を含めて44回こういった申請書の中に同じようなこ

とを書いていった、生年月日についても23回同じように

書かされていたということである。また、窓口で受け取

った書類は25枚、冊子も含めてとなるので1.5キログラム

とかなり重量もあるといったところで、電子化が進んで

いる中でまだこれだけ紙を配っているのだということも

わかった。退庁までの時間は２時間59分ということで、

５つの部署を回って３時間ぐらいの時間がかかった。そ

れでも時間が足りずに手続を省略した部分もあるという

ところでは、やはりかなり市民の方に負担をかけてたの

だなということが今回見える化できた思っている。 

 ８ページ目以降はグラフ等に変えているところである。 

 ９ページ目については、その中での主な気づきといっ

たところである。気づきの１としては、申し上げたとお

り名前や生年月日をこれほど多く書かされていたのだと

いうことで、改めて気づかされたところである。 

 また、気づきの２としては、手続の終わりがわからな

い。手続に来た市民の方は、これで本当に終わりなのか、

どこで終わりなのかを示すことがこれまでなかなか示す

ことができていなかったということで、今回の場合、お
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くやみのパターンで体験された職員の方は、本当に初め

てのことだったのでどこまで何をやれば私の手続が終わ

るのかがわからなくて、結局行かなくてもいいところま

で行ってしまうといったことがやはり実際に起こるとい

うことが体験できたところである。 

 また、気づきの３番目として、職員の説明はなかなか

わかりやすかったが、資料などを使いながらもっとやっ

てよいところもあり、実際にそうやってくれたところも

あったりということで、良いところと改善してほしいと

ころがある。 

 また、気づきの４番目としては、スムーズな説明があ

り、聞いた質問にも答えてもらえたということで、そこ

の対応はそれほど悪くなかったところである。 

 気づきの５番目であるが、申請書類で書式によって書

く順番が違う。例えば本日来た人は誰それさんである、

対象者は誰それさんであるというのが様式によって逆に

なっていたり、その様式の中で平仮名で書く部分と片仮

名で書く部分が混在していたりするものもあり、改めて

そういうものを統一していく必要があるのではないかと

いうことがわかった。 

 また、気づきの６番目としては、市役所１階など歩い

ていくとチラシやポスターが結構あるが、全部に目を通

す人はなかなかいない、何を伝えたいのかに気をつけな

がら周知等を図る必要があるのではないか、こういった

ものも利用体験の副産物としてあった。 

 そういったことで、窓口利用体験に基づいて書かない

窓口、待たせない窓口といったことをやっていく必要が

あるだろうというところで、今回書かない窓口システム

の導入に向けた検討を始めたところである。システムを

使わなくてもアナログのところでできる部分というのも

あろうかと思うので、そういった部分についてはシステ

ムを入れずに職員の対応のところで対応を変えつつ、デ

ジタルで解決すべきところ、デジタルを使うことによっ

て市民の皆さんのサービス向上、書かない、待たないと

いうようなところを実現する。また、デジタルを使うこ

とで職員の業務の効率化も図れるといった良い面もある

ので、今そういったことの検討を進めていきたいと考え

ている。 

 また、おくやみコーナーについては、議会等でもこれ

までに何度かご質問いただき、多摩市としても検討を進

めてきた中で、今併せて検討すべきところで、今、令和

７年度中の設置を目指しているところである。 

 12ページ目については、行革計画、ＤＸ計画との関係

性というところで、行革計画等の中ではこういう取り組

みを進めていくということを書かせていただいたという

ところで検討を進めている。 

 13ページ目が現在の検討状況で、書かない窓口システ

ムをできればいち早く入れたいところであるが、今国か

ら基幹系システムの標準化を令和７年度末までに進めて

いくようにということが自治体には課せられているとこ

ろで、そちらに対応しているベンダーさん、事業者さん

から、併せて書かない窓口の検討を今進められても対応

できないと言われているという状況がある。したがって、

令和７年度末までにまず基幹系システムを入れ替えた後

この書かない窓口システムということで、システム的な

ところについては令和８年度の対応を考えているところ

である。その前にできるアナログのところについては、

日々改善を図っていこうかと考えている。 

 一方、おくやみコーナーについては、システムを入れ

ずにできるところからということで、来年度中の運用開

始を考えて今検討を進めているところである。 

 書かない窓口とおくやみコーナーといったところで市

民の利便性を向上させながら、職員の業務の効率化も併

せて図っていくという取り組みを今進めているというご

報告である。 

○小林委員長 質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 まず質疑というより意見としてであるが、

これをやっていただいたのは本当によかったと思う。こ

の中身を見ると、あえて言うなら無駄や重複やいろいろ

な改善点がこれだけ洗い出せたので良かったのであるが、

あえて申し上げると、これデジタル庁から人を呼ぶ前に、

もっとずっと前にできていたらもっと良かったと思う。

市役所のサービスというのは一般の市民の方からすると、

確実である、きちんとしているという公のイメージと、

もう一つ、すごく煩雑であるということは前から言われ

ていて、今回このように洗い出しができたのは本当にす

ばらしいことであるが、こちらにもあるが、この業務改

善について今後もこうした窓口利用体験を年に１回程度

実施するといった多摩市の姿勢を私は評価したいと思う

し、今回こうして洗い出せたことを今後の様々な皆さん

の運用改善や知見の向上につなげていっていただきたい

と思っている。そのことを踏まえて、今回は市民向けの

サービスのためにこのように自らユーザーというか、自

分がサービスに向かっていく立場で体験してもらったと

いうことである。このことを今後ＤＸなり、効率化なり
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を進めていくときに、今もやっておられると思うが、他

部署の業務内容のところでもぜひやっていただきたいと

思う。例えば職員の働き方の中では当然部署異動もある。

例えばそういったときには非常に新鮮な視線でその業務

を見る立場になる方も多いと思うので、その新鮮な目で

見たときにこれはどうしてこうなるのだろう、ここはも

しかしたらこのほうがよいのではないかということが自

然に言えるような庁内風土をつくっていただきたい。こ

うした利用体験を都度都度やっていただくということも

そうであるし、そういった気づきを大事にするような庁

内に変えていっていただきたいと思っているが、それに

ついてのお考えを伺いたいと思う。 

○大島行政管理課長 今いぢち委員が言われたように意

見を言いやすい風土というのは、この間ずっと多摩市も

風通しの良い職場づくりをしていこうということで進め

てきたところである。これまでいた方に対して今までの

やり方がおかしいのではないかというようなことはなか

なか言いにくいところもあるかと思うが、そういったこ

とが忌憚なく言えるような職場づくりに引き続き取り組

んでいきたいと思っている。また、この利用体験につい

ても、今回は一部の部署であったが、ほかの部署も含め

て取り組んでいくことも重要だと思うし、また、言われ

たように新入職員や異動したばかりの職員の方のほうが

何でこういうやり方しているのかと疑問に率直に思うと

ころがあるかと思うので、そういったところの職場内で

の意見交換、そういうことが言いやすい職場づくりを引

き続き進めていきたいと考えている。 

○いぢち委員 それで、１か所お伺いするが、書類の中

でも不統一があったり重複がかなり見つけられたように

記載されている。これについては大体どのぐらいのスパ

ンで改善していくのか、やりやすい部分でもあり、しか

し、多分もう既にたくさんのストックもあろうと思うの

で一足飛びに変えるのが難しい部分でもあるかと思うが、

こういったところに手をつけていくスケジュール感のよ

うなものをお伺いする。 

○松下市民課長 申請書の統一というようなところであ

るが、今出張所においても、住民票の取得、課税証明書

の取得、そういった証明書の申請に当たって各種申請書

があるが、実際本庁舎と出張所でその申請様式が違うよ

うな状況がある。それを今後いかに効率的に統一化して

いくか今検討しているが、実はその様式において、所管

課が違うことによって所管課で位置づけられている保存

年限がそれぞれ違うといった課題が見えてきた。それら

を今後統一していくに当たっては、その文書の保存年限

といった制約をどう整理していくかというところからま

ず手をつけなければならないということで、具体的にい

つ頃からかというのを今お示しすることはできないが、

そういった申請書の統一に向けて、これは今市民課レベ

ルであるが、今そちらの検討を始めているという状況で

ある。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 上杉委員。 

○上杉委員 １点だけ質問させていただければと思うが、

先ほどいぢち委員が言われたように、私も実際に職員の

方が体験されてみるというのは非常に良い取り組みだと

思う。それで、私の要望としては、この中に生活保護を

受ける方のペルソナの設定というのも一つ考えてみては

いかがかと思った。ここに書かれているように、生活保

護の申請についても、名前を書く回数、生年月日を書く

回数、非常にたくさんの枚数を書かないといけないとこ

ろがあるので、そういったところで効率よく手続を行う

ためにも、そのペルソナの設定の中に生活保護の申請に

ついても考えていただければと思った。これについての

考えをお伺いしたいと思う。 

○大島行政管理課長 どこまでの手続をやると定めてい

るものではないので、生活保護等も体験の中に入れるこ

とは考えてみたいと思う。生活保護の申請自体だけだと

すると、その窓口単体で完結するものなので、一課で体

験ができたりするかと思う。移管のときはまた違う手続

があるかと思うので、どのように組み込めるのか職員の

体験という形を少し考えてみたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項５、多摩市行政財産の使用及び使用

料に関する条例改正予定について、市側の説明を求める。 

○萩野資産活用担当課長 協議会５の多摩市行政財産の

使用及び使用料に関する条例の改正予定についてご報告

させていただく。12月議会でこの条例の改正を予定して

いるので、その事前の報告である。 

 １の改正の概要に入る前に、２の改正の内容及び影響

額という下のほうを最初にご覧いただいたほうがわかり

やすいかと思う。行政財産の使用料についてこの条例で

は定めており、今回改正をしようと考えているのは下の

表であるが、ガス管の使用料、さらに次のページの上段
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であるが、電柱、電話柱等についての使用料である。い

ずれもガス会社さん、電話会社さん、通信会社さん等か

ら行政財産使用料を徴収しているものである。 

 こちらについて、１の改正の概要というところに戻っ

ていただきたいが、この行政財産使用料については、多

摩市道路占用料等徴収条例という条例に準拠して単価を

設定している。多摩市道路占用料等徴収条例であるが、

東京都の条例の東京都道路占用料等徴収条例に準拠して

定めている。この東京都の条例が、本年４月に受益者負

担の公平化を図ることを目的として道路占用料の単価を

改正した。その改正に基づいて多摩市の道路占用料の単

価も改正をしたい、さらには行政財産使用料、さらには、

この改正の概要の一番下のところにあるが、多摩市立公

園条例、多摩市下水道条例、この４条例について12月議

会で改正を予定しているところである。したがって、東

京都の条例に準拠した金額に多摩市もこの４条例合わせ

て改正したいという状況について報告をさせていただく

ものである。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項６、公共施設に関する意見交換会の

結果報告と今後のスケジュールについて、市側の説明を

求める。 

○萩野資産活用担当課長 協議会事項６、公共施設に関

する意見交換会の結果報告と今後のスケジュールについ

てである。 

 ７月の20日と27日に意見交換会を開催した。２ページ

目、名称としては「みんなで一緒に考えよう、公共施設

のミライ ～コミュニティ施設と児童館を中心に～」と

いうことで２回意見交換会を開催させていただいたが、

主な説明内容を下に書かせていただいている。 

 公共施設のミライについてであるが、多摩市を取り巻

く社会情勢が大きく変化している中で、複雑で予測困難

な時代にあっても、将来にわたって持続可能なまちを実

現していきたいという中では、時代の変化に柔軟に対応

できる公共施設にしていきたいというところ、そのため

には特定の人や特定の目的でしか使えない公共施設では

なく、多用途・多目的に使える公共施設に転換し、公共

施設という場をみんなでシェアしていくという方向で取

り組んでいきたいというところをご説明させていただい

た。 

 次に、コミュニティ施設の今後のあり方に関する基本

方針についてもご説明させていただき、コミュニティ施

設は多世代共生型のコミュニティが生まれる場であって、

協創を実現していく場でもある。そのため、お年寄りし

か利用できない老人福祉館を廃止して、世代を問わず誰

もが利用できるコミュニティ施設に転換していきたいと

いうご説明をさせていただいた。 

 また、児童館の今後のあり方基本方針について最後に

説明させていただき、小学生の放課後の居場所に関する

需要が大きく変化している中で、それぞれの児童館の立

地状況等も踏まえて特徴を生かしていく児童館配置を検

討する必要があるという中では、豊ヶ丘小学校の中へ学

童クラブを移転し、豊ヶ丘小学校、貝取小学校両校から

バランスのよい場所にある貝取学童クラブの位置に豊ヶ

丘児童館を移転したいというところ、さらに、東寺方児

童館と愛宕児童館の統合というところであるが、アウト

ドアに特化した基幹となる児童センターを愛宕児童館の

場に整備したいというご説明をさせていただいた。 

 次のスライドの中で、当日の参加者等についてである。

20日が30名、27日が21名の参加があった。若い世代の参

加者が、27日はおられたが、20日は少なかったかと思う。

20日は聖蹟桜ヶ丘でやったので東寺方周辺の既存地区の

方々が非常に多かった、また27日はベルブ永山でやった

のでニュータウン地区の方々が多かったという印象であ

る。 

 次のページであるが、当日いただいた主なご意見であ

る。こちら青字になっているところは市の考え方に肯定

的なご意見、また黒字になっているところが工夫や改善

を求めるご意見、赤字のところが心配するご意見をまと

めさせていただいているところである。公共施設のミラ

イに関しては、東寺方複合施設に関してご心配の声をい

ただいたところである。コミュニティ施設のあり方に関

しては、老人福祉館のコミュニティ会館化は多世代が利

用できるようになるので理解できるというご意見があっ

た一方で、誰もが使える施設が誰にとっても使い勝手が

良いとは限らないというようなご心配の声もいただいた

ところである。児童館のあり方については、いつも児童

館にお世話になって感謝しているというご意見、自然の

中で子どもを育てるのが大切だというご意見をいただい

た一方で、子どもの居場所について、特に東寺方の子ど

もの居場所について心配するご意見もいただいた。 

 また、当日いただいたご意見のほかにアンケート調査

も行わせていただき、そちらについてもまとめさせてい
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ただいた。この中では、公共施設のミライという中で、

多世代がシェアできる場、誰でも自由に使える場は良い

というご意見があった一方で、市民の意見を聞いてほし

いというご心配の声もあった。コミュニティ施設に関し

ては、東寺方老人福祉館・地区市民ホールの廃止は時代

の趨勢でしかたないというご意見をいただいたところで

ある。また、児童館のあり方基本方針に関しては、アウ

トドア特化館というところについて、アウトドア体験が

できるところは最高の体験ができるのではないか、キャ

ンプはいつまでも残る思い出だというご意見、また子ど

もにとって遊びに行きたい児童館であってほしいという

肯定的なご意見をいただいた一方で、東寺方児童館の関

係では、東寺方の子どもが愛宕まで行くとは思えないと

いうご心配の声をいただいたところである。 

 今後の進め方に関して、６月議会でもお示しさせてい

ただいたが、まずは豊ヶ丘複合施設の関係である。先週

であるが、豊ヶ丘複合施設整備方針に関するオープンハ

ウスを豊ヶ丘図書館の前の路上で開催させていただいた。

速報値で142名の方々からご意見をいただいたところであ

る。まだまとめができていないので、まとめ次第また報

告をさせていただきたいと思っている。また、今後であ

るが、豊ヶ丘複合施設の整備方針の決定に向けた地域意

見交換会を10月６日10時から豊ヶ丘地区市民ホール第１

会議室で開催したいと思っている。様々市の考えをご説

明させていただいた上で、地域の方々のご意見をいただ

きたいと思っている。また、現在もやっているが、豊ヶ

丘複合施設整備方針に関するアンケート調査を先週の９

月３日から10月９日までの間実施している。豊ヶ丘複合

施設内の各事務室、市役所の３階行政管理課、あとはウ

ェブフォームでも回答いただくので、市民の方々に周知

をしているところである。 

 それ以外に、この７月20日・27日の意見交換会を踏ま

え、市として対応を追加させていただいたところがある。 

 まず１つ目が、東寺方地区に関してご心配の声が多々

あったので、東寺方複合施設に関するこれまでの検討状

況等を説明してご意見を伺う場として、10月12日土曜日

の午後、今１時半から３時半を予定しているが、地域意

見交換会を開催したいと思っている。 

 この中では、これまでの東寺方総合施設に関する検討

経過や今後の進め方、またコミュニティ施設や児童館の

あり方についてご説明をしてご意見をいただきたいと思

っている。２つ目であるが、子どもの居場所を心配する

ご意見を受けて、児童館の利用者のニーズを把握するた

めに東寺方地域や豊ヶ丘地域において９月から10月にか

けて説明会を開催していきたいと考えているところであ

る。 

 最後、一番下のところ、さらなる市民意見の収集に向

けてというところであるが、今素案決定して検討を進め

ているコミュニティ施設の今後のあり方に関する基本方

針、また児童館のあり方に関する基本方針の２方針につ

いては、10月の８日から11月の６日までの30日間にわた

ってパブリックコメントを実施したいと考えている。今

後たま広報で周知する予定で考えている。 

 最後のページであるが、今後のスケジュールのまとめ

である。こちら12月議会での方針決定の報告に向けてと

いう案である。先ほど追加とさせてもらったところに追

加の札をつけさせていただいているが、本日９月11日に

総務常任委員会で７月に開催した意見交換会の結果報告

をさせていただいている。その後、先ほど申し上げた追

加というところであるが、パブリックコメントをコミュ

ニティ施設と児童館のあり方基本方針に関して実施させ

ていただく。また、同時になるが、右から２つ目の列、

豊ヶ丘複合施設の整備方針に関して、こちらは６月議会

で素案の報告をさせていただいたが、今後オープンハウ

ス、アンケート調査、地域意見交換会等を行っていく予

定である。また、東寺方複合施設に関しては、10月12日

の午後１時半から地域意見交換会を開催したいと思って

いる。それらを含めて、11月の下旬を目途に、コミュニ

ティ施設のあり方、児童館のあり方、豊ヶ丘複合施設の

あり方整備方針等について庁内協議・決定を目指してい

る。合意形成の状況によっては遅れる可能性がないとは

申し上げないが、このスケジュールで進めていきたいと

市としては考えているところである。その後、12月議会

の総務常任委員会や子ども教育常任委員会で報告をさせ

ていただき、次年度予算編成へ反映していきたいと考え

ているところである。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いいじま委員。 

○いいじま委員 まず東寺方複合施設であるが、コロナ

禍前に少し話し合いをしていたが、それが止まっていて、

これから東寺方複合施設をどうするかということを地域

の皆さんも思っていたところで、その話し合いの前にい

きなり老人福祉館は廃止、地区市民ホールは廃止という

声が出てきて、地域住民の方々は話し合いもしないで何

でそのようなことを言うのだと本当に戸惑っていると思

う。これ10月12日に一回意見交換会を開くと言っても、
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もうパブリックコメントも始まってしまっている。この

ように東寺方の人たちと話し合いもしっかりと進めない

まま老人福祉館、地区市民ホールを廃止するなどと言っ

てよいと思っておられるのか。 

○萩野資産活用担当課長 東寺方複合施設について、今

回の意見交換会の中でもご心配の声を多々いただいたと

ころである。したがって、地域で丁寧に説明をする必要

があると思っている。それらも含めて、また各学校や児

童館でも児童の保護者に対して、もしくは利用者に対し

て丁寧に説明をしていく中で理解を得ていきたいという

考えでいる。 

○いいじま委員 老人福祉館、地区市民ホールのほうで

話すが、例えば今東寺方複合施設にはお風呂があるが、

今後話し合いの上で仮にお風呂を残したいという声が上

がってそうしようとなったときに、老人福祉館を廃止し

ていてもお風呂の復活はできるのか。 

○萩野資産活用担当課長 東寺方複合施設に関しては、

まだ整備の仕方も何も決まっていないところになる。お

風呂についても具体的な要望等については、まだ今整備

方法が決まっていない、さらに今後基本計画等に進んで

いくという流れの中では、どのようなものが市民が求め

るものなのか丁寧に聞き取りをしていきながら基本計画

の中で整理していこうと考えている。ただ、限られた敷

地もしくは建築面積、建物の中で何が必要なのかという

ところは市民の皆さんの要望を踏まえた上でも整理をし

ていく必要があるだろうと、何でもすべて整備ができる

とは我々も考えていないので、例えば連光寺複合施設の

場合だとお風呂は廃止したがシャワーは残したという事

例もあるので、そのあたりは丁寧に整理をしながら進め

ていきたいと考えている。 

○いいじま委員 地域の方々も、今、資産活用担当課長

が言われたようにしっかりと話し合いをして何が必要か

一緒に考えてぜひつくっていただきたいと思っているが、

今回いきなり老人福祉館、地区市民ホールが廃止という

のが先に来ている。例えば老人福祉館、地区市民ホール

を廃止したことで、今後東寺方の建物を考えていったと

きに、何かできなくなるようなことはあるのか。 

○萩野資産活用担当課長 様々整理をする中で、自治会

の方等とも話を進めている。その中では、市の考え方を

示してほしいというところで一旦ご意見をいただいて、

市の一定の考え方をある程度まとめた上で今回お示しを

しようと思っているところである。ただ、具体的な東寺

方複合施設の整備方法についてはまだ至っていない。そ

の中である機能として老人福祉館、地区市民ホールはこ

うしていく、児童館はこうしていくというところを今回

整理してお示しをしているという段階になるので、何が

できなくなるか、何ができるようになるかというところ

は、それらについて整理も必要だろうと思うが、特に老

人福祉館、地区市民ホールを廃止して例えばコミュニテ

ィ会館にしていくという中でできなくなることは、具体

的なハードのところは置いておいたとしても、基本的に

は多世代が使えるという考え方で整備をしていくので、

今のお年寄りも使えるというところは変わらないかと思

っている。児童館についても、愛宕のほうでアウトドア

に特化した児童センターとして整備をしていく中で児童

館としての機能が弱まってしまうのかというご心配の声

があると思うが、コミュニティ会館の中なのか、移動児

童館という場でできるしつらえについて検討していきた

いと思っているので、何ができなくなるというところに

ついては、今はあまりないかと考えているところである。 

○いいじま委員 東寺方複合施設についてはこれから皆

さんで話し合っていろいろ決めていくということなので、

ぜひ皆さんの声をしっかりと聞いて進めていただきたい

と思っている。 

○松田行政サービス・アセット担当部長 今いいじま委

員からご指摘をいただいた東寺方複合施設であるが、今

回案件でお出しさせていただいたコミュニティ施設の基

本方針、児童館の基本方針については、持続可能な市政

をどうやって続けていくのか、これからの公共施設のあ

り方として、先ほど申し上げたように限られた特定の人

だけが使う公共施設ではなく誰もがシェアしていくとい

うような考え方のもと、方針を出させていただいたとこ

ろである。そうした方針を踏まえた上で、東寺方複合施

設については、コロナ禍で大分立ち止まってしまって地

域の方からもお叱りを受けたが、これから対応を始めて

いくところであるので、しっかりと対話を踏まえた上で

今後何が必要なのか、サービスの水準を戻させないよう

な考えで進めていきたいと思っているので、ご理解いた

だければと思っている。 

○いいじま委員 ぜひよろしくお願いする。児童館のこ

とについて別に聞きたいと思う。ここは総務常任委員会

であるので中身については深入りしないが、このスケジ

ュール感についてお聞きしたい。たしか児童館のあり方

基本方針については、議会では６月議会の子ども教育常

任委員会で初めて話があり、その後７月に公共施設の説

明会で少しあったかと思うが、実際この児童館のことに
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ついて、正直多分私の地域で言えば多摩第二小学校や東

寺方小学校ではこの夏の間は知らない人がほとんどで、

ようやくここで少し何か児童館で動きがあるのだと皆わ

かってきた、でも学校にもしっかりと伝えられていない

ような状況で、これからご説明をされると言ったが、10

月８日からはパブリックコメントである。この進め方と

してあまりにも拙速ではないかと思う。11月には庁内協

議・決定と少し早過ぎるのではないかと思うが、その点

はいかがか。 

○萩野資産活用担当課長 我々も、意見交換会で丁寧に

やっていく必要があることを再認識した中で進めていこ

うと考えているところである。その中では、東寺方児童

館での説明も一旦実施していると聞いている。また、今

後多摩第二小学校や東寺方小学校での説明も計画してい

ると聞いている。それらも含めて、パブリックコメント

については、ご意見を出す場として市民の方々にとって

も並行で実施する意味はあるかと思っているので、例え

ばその説明会の最中に意見できなかったことをパブリッ

クコメントとして出していただくということも実際には

できるというところで、より広いご意見をいただけるか

と考えているところである。パブリックコメントをやる

前に全ての説明会が終わっていないととは我々考えてい

ないところであるが、いずれにしても児童館の利用者、

保護者のご意見を丁寧に聞いていくというところには変

わりがない。 

○いいじま委員 特に自分の地域だからというわけでは

ないが、東寺方児童館に関しては今回廃止、愛宕児童館

と統合してなくなるということが本当に先行してという

か、そこをクローズアップして話が回っていて、しっか

りと地元等の方々に説明していかないと大変なことにな

ると思う。ただ、児童館のあり方基本方針を見ると、愛

宕児童館と東寺方児童館を統合するのは週５日の放課後

子ども教室を実施した上であるので、そういったことも

しっかり説明しながら、本当はもう少し時間を取ってし

っかりと住民に話していただきたいと思うが、もし早く

進めるというのであれば、そこはしっかり説明を尽くし

てほしいと思う。ただ、それにしてもあまりにも早いと

思うが、11月に庁内協議・決定をしなければいけないよ

うな理由が何かあるのか。 

○萩野資産活用担当課長 11月に庁内協議・決定をしな

ければいけないという理由はないが、今後の予算編成に

おいて反映をしていくためにこのスケジュールで一旦仮

で決めていると我々は考えているところである。そのた

め丁寧に説明していくということには変わりないし、説

明をするとわかっていただけるというところは児童青少

年課でも感触として持っているので、丁寧に説明しなが

ら理解していただく方をふやしていきたいというのは、

市の考え方として共通している。 

○いいじま委員 ぜひ丁寧な説明をお願いする。 

○小林委員長 この際、協議会を暫時休憩する。 

午後０時07分休憩 

             －          

午後１時10分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 協議会事項６番の公共施設に関する意見交換会の結果

報告と今後のスケジュールについて、ほかに質疑はある

か。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 それでは、資料の８ページについてお伺

いする。こちら表になっていて、横軸に４項目、縦軸は

時間軸となるが、この横軸の左からコミュニティ施設の

あり方基本方針、児童館のあり方基本方針、豊ヶ丘複合

施設整備方針ときて、最後の東寺方複合施設だけが「関

連」という形で少しわかりにくい表現になっている。な

ぜこのようになっているのか伺う。 

○萩野資産活用担当課長 最終ページの説明をさせてい

ただく。この表について一番右側が「東寺方複合施設関

連」となっているのは、東寺方については市民との対応

がまだなかなかできていないというところがある。過去

に平成30年と令和元年に計４回市民懇談会を開催させて

いただいたが、この４回のみで、その後コロナ禍の影響

で市民対話がストップしている状態、中断している状態

になる。そのため、市民との対話を再開したいという意

図でこの地域意見交換会を開催したいと考えている。こ

の後には、豊ヶ丘複合施設と同じように整備方針を考え

ていきたいと思っているが、まだその段階に至っていな

いため、東寺方複合施設に関しては「東寺方複合施設関

連」と記述させていただいている。 

○いぢち委員 そうすると、こちらやはり矢印がついて

11月の庁内協議・決定となっていて、これについては先

ほど午前中にいいじま委員から様々なご質問が出ていた

かと思う。これは言われるとおり豊ヶ丘複合施設のほう

は本当にかなり長い時間をかけて、４回どころではない

ワークショップ、また、様々、パブリックコメント、ア

ンケートも取ったし、何年もかけてやってきたといった

ことで今回整備方針も出ていると、ただ、東寺方複合施
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設のほうはまだ４回程度で、整備方針も出ていない段階

であるというご説明をいただいた。ということは、この

11月の庁内協議で決定されることというのは何なのか。

少なくとも豊ヶ丘複合施設のように整備方針のようなも

のをここでいきなり決めてしまうということではないの

か、その辺を確認したいと思う。 

○萩野資産活用担当課長 委員の言われるとおり東寺方

複合施設に関してはまだ整備方針が決まっていないとい

う中で、この地域意見交換会では、これまで４回やって

きた経緯やそのときの結果、また、今市として素案を定

めているコミュニティ施設のあり方、児童館のあり方に

ついて説明をしてご意見をいただきたいと思っている。

ここから矢印が引かれているところは庁内協議・決定の

ところであるが、コミュニティ施設のあり方、児童館の

あり方についてのご意見を東寺方複合施設でもいただい

た上で、このコミュニティ施設のあり方、児童館のあり

方の庁内協議に入っていきたいということでこの矢印を

引かせていただいているところである。 

○いぢち委員 そうすると、今後も東寺方複合施設では

様々な丁寧な話し合い等が続いていくと考えてよいのか

という確認と、そうは言っても豊ヶ丘複合施設とはやは

り時間軸の違い、豊ヶ丘複合施設の話が始まったときは

まだこうした総務・子ども教育両常任委員会に出される

ような全体の方針はなかったし、例えば老人福祉館とい

うものはなくしていって多世代向けの誰でも使えるもの

にするという方針も定まっていなかったわけである。そ

この時間軸の違いがあると思う。そこのところを考慮し

た上で、しかし東寺方複合施設に関してはまだ様々な地

域の皆さんのご要望、ご意見を聞いていろいろこれから

つくっていく余地があると、そのように解釈してよろし

いか。 

○萩野資産活用担当課長 この地域意見交換会の中で、

コミュニティ施設、児童館のあり方を説明させていただ

いてご意見をいただきつつ、できたらコミュニティ施設、

児童館のあり方については庁内で決定をしていきたいと

考えているが、具体的なしつらえ等については今後も検

討を進めていくし、豊ヶ丘複合施設のように整備方針、

いわゆる改修をするのか建て替えをするのかも含めて、

それらについて丁寧に整理をしながら対話を通じて決め

ていきたいと考えている。 

○いぢち委員 まさに今対話を通じて決めていくと言わ

れたことが非常に大事で、多摩市で特に重要に扱ってき

たことだと思うのでよろしくお願いする。私は、昨年の

決算審査のときにこの老人福祉館について取り上げて意

見を申し上げている。例えば老人福祉館をなくすという

メッセージだけが先行してしまうと、高齢者の方々にと

っては我々はどうなるのか、どうしてもそういう認識に

なってしまいがちであるので、そのときに高齢者の福祉

をなくすということではない、そういった高齢者、特に

これからボリュームゾーンである高齢者の皆さんととも

にこの地域で活動していくためにこのことをやっていく

のだと、むしろそういう意味での多世代なのだという発

信をきちんとしていってほしいとお願いした。いろいろ

な言葉を尽くしても人によって受け取り方が様々ではあ

るが、これから先さらに丁寧なそういった発信を心がけ

ていただきたいと、最後のところは意見として申し上げ

る。 

○萩野資産活用担当課長 先ほど上杉委員からもご質問

をいただいたところと似通ってしまうかもしれないが、

老人福祉館をコミュニティ会館に機能転換していくとい

う中では、これまで老人福祉センターＢ型として行って

きた生活相談、健康相談、教養講座等の実施、老人クラ

ブに対する援助の立てつけが老人福祉センターＢ型とい

うところでは求められているが、それらの機能について

継続していけるかどうかを含めて検討しているところで

ある。特にお年寄りの方々、多世代が利用できるといっ

てもお年寄りも利用できるという中では、お年寄りの意

見も聞きながら、どういう施設がよいのかというところ

を考えていきたいと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 上杉委員。 

○上杉委員 先ほどいいじま委員からもスケジュールが

早過ぎるのではないのかというところで質問があったが、

それは私も思っているところである。最後の８ページに

今後のスケジュールということで書かれているが、最終

的な条例改正はいつを予定しているのかお伺いする。 

○萩野資産活用担当課長 これらについての将来的な条

例改正は現時点で想定をしていない。コミュニティ施設

のあり方基本方針についても、児童館のあり方基本方針

についても、条例改正というところまでは今考えておら

ず、基本方針を定めて、その基本方針にのっとって今後

施設整備を進めていきたいと考えて進めていこうと思っ

ているところである。 

○上杉委員 それであるならば、地域との意見交換をし

っかりと行ってほしいと思っているところである。特に

先ほどいいじま委員も言われていたが、パブリックコメ



－ 21 － 

ントが10月８日から始まった後に東寺方での地域意見交

換会を行うのではなく、まず先行して地域との話し合い

をしっかりと行った上でパブリックコメントをやってい

ただきたいと思う。その辺のスケジュールの変更という

ところについてお伺いをしたいと思うが、いかがか。 

○萩野資産活用担当課長 10月12日に東寺方複合館で地

域意見交換会を開催させていただく。その直前の10月８

日からパブリックコメントを実施するというのは、先ほ

ども少し説明させていただいたが、地域意見交換会で発

言ができない方もおられる、発言したくてもできないと

いう場合もあるし、地域意見交換会に出られないという

方もおられると思う。そのような方々に対してもパブリ

ックコメントという形で意見を求める。ウェブでも提出

できるので、広く意見を求める形で我々も集約をしてい

きたいと考えているので、今のところこのスケジュール

で進めていきたいと考えているところである。 

○上杉委員 地域の方からは本当に困惑した声が聞こえ

ており、これまでの地域との話し合いの経過を無視して

多摩市が一方的にコミュニティセンターにしようとする

プランに当てはめようとしているのではないかというよ

うな声もある。ぜひとも地域とのそういったそごがない

ようにしっかりと進めていっていただければと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項７番、生成ＡＩの試行導入について、

市側の説明を求める。 

○鈴木企画政策部長 それでは、サイドブックスの資料

の協議会の７番、生成ＡＩの施行導入についてという資

料をご覧いただきたいと思う。 

 生成ＡＩの試行導入については、先日の補正予算審議

の中でもご質問を頂戴したところであるが、業務の効率

化や業務の質の向上等を期待した上で生成ＡＩを導入し

ていこうと、そして他の自治体においても導入が進んで

きており、個人情報等々の管理にも配慮しながらという

ところではＬＧＷＡＮ回線での利用ができるサービスが

提供されることになったので、今回私どもとしては導入

して今後活用の方向性を検討していきたいというところ

である。 

 詳細については、竹田情報政策課長からご説明をさせ

ていただく。 

○竹田情報政策課長 では、資料の７番、生成ＡＩの試

行導入について（報告）に沿って説明させていただく。 

 今、企画政策部長から説明のあったとおり、生成ＡＩ

を導入していきたいという案件になる。 

 大きな１番、生成ＡＩの概要であるが、入力された情

報及び事前に学習し蓄積された情報をもとに、従来のＡ

Ｉではできなかった新しいデータや情報を生成できる人

工知能（ＡＩ）のことを指す。大きく分けて、文書をつ

くる、画像をつくる、動画をつくる、音声をつくるとい

った複数のものが存在するが、(2)のところ、今回利用を

予定しているものは、文書生成のＡＩサービス、そして

これをＬＧＷＡＮ行政専用のネットワークで稼働させて

いきたいというものである。 

 ２番目、試行運用である。想定の利用用途であるが、

通知文書やお知らせ文書のたたき台の作成、また、補正

のときのご説明では仕様書の作成などというところも申

し上げさせていただいた。そのほか「各種施策における

アイデア出し」などと書かせていただいているが、この

ほかにも試行的な運用を行った上で、例えば行政計画の

概要版をつくらせてみる、議会の答弁案を生成ＡＩにつ

くらせてみて、私たちが作成したものと比較をして新た

な気づきやより適切な表現があるのではなかろうか、そ

ういった効果を得ることも考えている。(2)想定される効

果としては、業務の効率化や質の向上を期待している。

運用方法については、試行運用を行った上でになるが、

そこの成果と課題をブラッシュアップして、運用上の遵

守事項、ガイドラインを作成し、全庁での利用へつなげ

ていく。活用に向けた取り組みとしては、正しく理解を

して使っていただくことが前提になるので、職員向けの

説明会や活用方法の事例の共有を図り、庁内での活用で

きる職員をふやして業務全体の効率化につなげていきた

いと考えている。 

 予算については、補正の部分であるので割愛させてい

ただく。 

 ４番、今後の予定であるが、先日お認めいただいたよ

うに10月からガイドラインを試行の部分でつくり、それ

に従いサービスを利用する。今年度いっぱいを試行運用

期間とおおむね定めて本格運用ガイドラインをつくり、

それに基づいて令和７年度から全庁に展開していきたい

と、今このようなスケジュールで考えている。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

○三階委員 必要予算を補正でということだった。これ

は90万円ぐらいかかるということであるが、どういう内

容でお金がかかるのかもう少し教えてほしい。 
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○竹田情報政策課長 ９月議会の補正予算に上程させて

いただいたので、10月から使うとして今想定しているサ

ービスが幾つかあるが、一つ指標にしているのが導入経

費で10万円程度、月額が10万円程度ということで導入経

費と月額を下期の分足すのと、生成ＡＩは質問に対して

回答してくるが、この字数によって料金体系が変わって

くる。そこの部分のオプションというか、ゆとりを少し

見た金額で補正予算をお願いしたところである。 

○鈴木企画政策部長 一応30ライセンス用意して同時に

30台のパソコンから接続アクセスできるということで、

最低30人が同時に利用できるような形でやってみたいと

考えている。最終的には必ず職員によるチェックが必要

になるが、文書を起こすにも最初の書き出しをどうしよ

うかというところで悩むので、皆様も悩ましいところが

あろうかと思うが、そういったところでうまく活用でき

ればよいかと思っている。ただ、我々が使っていくには

行政情報を覚えさせるという作業がどうしても出てしま

うので、まずＡＩ自体に学習させるという作業が一番手

間かと思っている。そういったことをやりながら我々も

この試行導入期間の中でノウハウをためて、よりよい使

い方を探っていきたいと考えている。 

○三階委員 今内容がわかった。せっかくなので、トラ

イではないが、議員への答弁といったことにもいろいろ

トライしていただければと思う。 

○鈴木企画政策部長 先行導入している相模原市で昨年

議会の答弁書をＡＩにつくらせたそうである。ただ、６

回手直しが必要だったと伺っている。先ほど申し上げた

とおり行政の情報をまず覚えさせるというところが第一

で、ご質問者が今まで同じテーマであればそれをやって

きた議事録等を全て覚えさせるという作業もあったりす

るので、我々が意図するような内容にするにはまだまだ

精度の部分で課題があるようであるが、できれば12月議

会で少しチャレンジできればと思っているところである。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 本当にど素人の質問であるが、生成ＡＩ

というものはわかりやすく言うと例えば画像などで情報

を覚えさせるときに何を選ぶのかが非常に大事で、例え

ばお城を覚えさせるときに日本のお城ばかり覚えさせた

ら、「お城」と入れたらもう日本のお城しか出てこない

というようなことも聞いている。文書の場合、特に行政

文書というのはまた独特なものであるし、例えば契約書

的なものと今お話の答弁書とは全然違うと思う。これら

をサンプルというか学習させるものを選んで覚えさせる

のにどのぐらいの手間がかかるのか、そのことを選択し

覚えさせる、言ってみればその担当というか責任者はど

ちらになるのか。 

○竹田情報政策課長 言われるとおりで、今、企画政策

部長からあった過去の答弁の内容、もちろん内容につい

てはそういうことであるし、あとは文書の表現の仕方や

文書の規程もあるので、そういったものをどのように覚

えさせていくのかについて今手法を検討しているところ

であり、あとどういったやり方でほかの自治体は乗り越

えてきたのかなども調査している。いずれにしても、今

回想定しているものはＬＧＷＡＮ上にインターネットで

使えるような、ＣｈａｔＧＰＴを前提にしているが、そ

れを複製したものになる。したがって、インターネット

で皆さんもしかしたらお使いになられているかもしれな

いが、あれと同等の内容を持った状態のものがエンジン

としてある。その中に多摩市のオリジナルというか独自

の規定、ルール、計画といったものを入れ込んでいって、

それによって回答内容が上手に出てくるかどうか、その

作業をまず私たちも情報政策課で10月から11月ぐらいま

での間でいろいろトライしながらやってみたいと思って

いる。先ほどもお話があったとおりであるが、相模原市

で６回直しがあったというように一発で答えが出てくる

のを想定するものではなく、ＡＩとも対話をしながらふ

さわしい文書の形まで何度も何度もつくり直しもするし、

出来上がったものについてももう一度職員のチェックを

必ず入れて、外に出せる説明に値するような内容になっ

ているのかは必ず確認をするので、そういった意味で、

出された成果については一定の水準に行けるかと思って

いる。その上でどれだけその手前を縮めていけるかとい

うのは、やりながら考えていきたいと思っているので、

見守っていただけたらと思う。 

○いぢち委員 さきほど伺った何を覚えさせるのかとい

う選択の決定はどこが行うのか。それぞれの担当か。 

○竹田情報政策課長 生成ＡＩを使うためのシステムの

責任は情報政策課長という形で動かさせていただこうと

思うので、文書の規定、様々な文書の体裁、形、契約書

というか仕様書のあり方といったものについても、関係

所管とも連携しながらであるが、私たちのほうの作業で

取り入れして問題ない結果になるのかを何度も何度も確

認して、その上で完成に近づけていきたいと考えている。 

○鈴木企画政策部長 補足すると、基本的には情報政策

課で管理するが、使っている部署によってそれぞれ固有
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の課題・問題があるので、そこの部分の学習をさせるの

は、基本的にはその所管課で責任を持って入れていただ

く。そのためにどういう情報を入れるのか、またどうい

う情報を入れてはいけないのかという試行のガイドライ

ンを我々で決めて、そのルールに基づいて各部署が学習

させるデータを入れ込むという流れで今考えている。 

○いぢち委員 最初にこの予定のところを見たときに、

ついこの間予算が通って10月からどんどん仮で運用して

いくというので、素人として間に合うのだろうかと思っ

たが、先ほどのご説明によると、言ってみればひな形的

なものがあり、それにこれから多摩市としての教育をし

ていくといった作業になるので、これは別にそれほど超

特急というか過密スケジュールで急いでやっていくよう

なものではないという理解でよろしいか。 

○竹田情報政策課長 超特急というかできるだけ早く職

員に使ってもらいたいという思いは持っている。サービ

スのほうもおおむね見えているというか幾つかの処理に

限定されるところもあるので、導入自体もそれほど時間

はかからないかと思っている。そういった意味で、内部

の調整、ガイドラインの作成が同時に必要であるが、と

にかくトライアルをしながら職員皆が使える状態に約半

年の時間で持っていきたいと思っている。大体良いタイ

ミングでいくかと思っているので、このスケジュールで

いきたいと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項８番、「協創」推進の取組みについ

て、市側の説明を求める。 

○田島協創推進室長 それでは、協議会資料の８をご覧

いただきたいと思う。昨年度３月議会において自治基本

条例の改正をいただき、協創という考え方を自治基本条

例に盛り込ませていただいた。本年度・令和６年度から

本格的に運用開始しているので、その状況報告等を本日

はさせていただきたいと思う。 

 資料の２ページ目、これはおさらいになるが、協創に

ついて、今回自治基本条例の第３条に盛り込ませていた

だいたが、図式化して簡単にご説明をさせていただきた

いと思う。上のほうから、これまで参画・協働について

は自治基本条例を平成16年につくる以前から多摩市とし

ては取り組んで進めてきた。こちらの参画というのは、

市民の方が主語になるが、市民の方がまちづくりに参加

することを「参画」と言い、協働というのは、市民の方

と行政、議会も含めてまちづくりに関わる主体がまちづ

くりを一緒に行っていくことを「協働」と言っている。

こういった参画・協働について、多世代、多分野、いろ

いろな世代の方が参画できるように、またいろいろな分

野で協働ができるようにということを目指しているのが

協働である。こういったことを多摩市として引き続き進

めていくことで、紫の部分、国が言っている多世代共生

型のコミュニティ、市が言っている誰もがつながり合え

るようなコミュニティ、様々なエリア、様々な分野でこ

ういったコミュニティをつくっていく、こういったこと

が市内全域で広がっていくことで、ピンクの部分にある

様々な担い手不足等の地域課題があるが、そういった課

題解決につながっていくのではないか、さらに新たなま

ちの魅力や地域の価値の創造につなげていくことについ

て「協創」という言い方をしている。この協創を実現し

ていくために、一番下の青の網かけになっている部分、

第28条でこちらを加えさせていただいたが、市の執行機

関による必要な環境整備を、協創を実現するために行っ

ていく、地域の中で協創を実現するための仕組みや仕掛

けをつくっていく、これが市長以下、市の執行機関に課

せられた課題となっている。 

 続いて、本日ご報告させていただきたいことをまとめ

たのが、次の３ページ目になる。時系列で左から、昨年

第八期の自治推進委員会から答申をいただいて、今回自

治基本条例を改正して「協創」という考え方を入れさせ

ていただいたが、令和６年度から組織改正をして、私ど

も協創推進室もつくらせていただいた。令和６年度の後

半に向けて大きく本日は一番右にある①から⑤の５点に

ついてご報告をさせていただきたいと思う。１点目が、

これまで第七期、第八期の自治推進委員会を行ってきた

が、今年度秋以降第九期の自治推進委員会を立ち上げて

いきたいと思っている。２点目が、黄色の部分、自治基

本条例の施行20周年に本年度当たるので、そちらの周知

についてである。３点目が、こちらの緑の部分である。

これまで「モデルエリア」と言ってきたが、本格運用に

なったので「エリア」という言い方に変えているが、今

のところの４つのエリアで取り組みを行っているので、

そちらの内容が３番目。４点目が、先ほど申し上げた協

創実現のための仕組みや仕掛け、そのうちの一つがこう

いった職員制度、人材育成を主として行っていく。それ

の一環として、この秋から協創サポーター制度というも

のを試行で行っていきたいと思っている。最後が、地方
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自治法の改正等についてである。 

 では、順番に①自治推進委員会の関係が４ページ目に

なる。第八期の答申を受けて、今年度第九期の自治推進

委員会を設置していきたいと思っている。委員の公募や

選出を行っているところであるが、自治推進委員会は条

例定数が６名になっており、学識経験者２名、市内全域

を活動エリアとしている団体の推薦者が２名と公募市民

２名になる。今はまだ学識経験者２名と団体推薦２名の

４名の方については調整中である。公募市民については

７月から８月にかけて募集を行い、２名を選考したとこ

ろである。今後10月をめどに自治推進委員会第九期を立

ち上げていきたいと思っている。任期は２年間になる。 

 次のページ、５ページ目、こちらは市民の皆さんへの

周知等についてということでつくっているが、まずたま

広報で特集面をいただいているので、４月１日号、７月

５日号、８月５日号については先ほど申し上げた自治基

本条例施行20周年にも当たるので１面をいただき、特に

協創について周知させていただいた。今後についても、

10月、１月、４月と行っていきたいと思う。その下、８

月５日号の下に中央図書館で８月２日から９月１日のほ

ぼ１か月間、特に協創に取り組んでいるということと、

自治基本条例施行20周年ということで画像にもあるよう

な展示をさせていただいたところである。今後について

は、右下にあるが、ここで協創にも取り組み始めたとい

うことと、自治基本条例施行20周年ということもあるの

で、今予定としては12月の中頃を予定しているが、この

協創に関する（仮称）協創フォーラム・セミナーを行っ

ていきたいと思っている。 

 続いて６ページ目になるが、先ほどの各エリア、４エ

リアで行っているが、そちらの取り組み状況である。一

番上が東寺方小学区エリアであるが、この４つのエリア

の中で申すと、令和２年度から始めていて、かなり進行

しているところかと思っている。今年度から、そちらの

取り組み進度のところにもあるが、これまで無作為抽出

で2,000人弱の方にお呼びかけをしてエリアミーティング、

地域のワークショップを行ってきた。今年度についても

このエリアミーティングは年間３回行っていく予定で、

今１回目が終わったところであるが、東寺方小学区エリ

アに関しては、エリアミーティングをこれまで４年間ほ

どやってきた中で幾つかのプロジェクト等も進行してい

て、既に地域の中で新たな活動をしている方もおられる

ので、今年度からエントリー層、初めてこういったエリ

アミーティングというワークショップに参加いただく方

と、既に何らか地域の中で活動されている方のミーティ

ング、これを「協創ミーティング」と言っているが、こ

の二層に分けてエリアの中のミーティングを行っていく

ことにしている。関係性やつながりの中で中央大学のゼ

ミ、また多摩大学附属聖ヶ丘高校の生徒さんにも参加を

いただいて、特にここは聖蹟桜ヶ丘駅前にスターバック

スコーヒーのオーパ店があるが、そちらと一緒にごみを

拾いながらジョギングをするということで、次のページ、

７ページ目にも幾つか画像を入れているが、そういった

地元の企業さん等とも一緒に取り組みをしているところ

である。 

 次の諏訪中学区エリアについては、先日も行ったが、

エリアミーティングを行っている。こちらも多摩大学と、

地元に近いので多摩大学附属聖ヶ丘高校の生徒にも参加

をいただいている。こちらはＵＲ都市機構とＩ－レジリ

エンス株式会社という企業体とも一緒に組んでいて、10

月５日に防災キャンプ等のイベントも今後行っていく予

定である。 

 ３つ目が青陵中学区エリア、こちらも年間３回エリア

ミーティングやる予定で、１回目を行った。こちらは大

妻女子大学のゼミと多摩大学と一緒にやっている。こち

らはＪＳさん、あと社会福祉協議会、コミュニティセン

ターの運営協議会、こぶし館があるので、そちらと一緒

に取り組んでいるところである。 

 最後が東愛宕中学区エリアである。こちらは地域の拠

点コミュニティプレイスがあるので、そちらを中心に拠

点として活動しているところであるが、あそこは中央大

学のボランティアセンターと一緒に事業を行ったりして

いるので、ちょうど今週末の９月15日には子どもたちに

向けた縁日を行う予定である。また、コミュニティネッ

トワーク協会、東京都住宅供給公社さんとも一緒に取り

組んでいるので、特にコミュニティネットワーク協会で

誰でもカフェ、皆さんのいろいろな相談を受け付けるよ

うなカフェも月に１回行っているところである。 

 共通して一番右の列に、成果と言えるもの、▲はどち

らかというと課題として入れているが、特にこれまで何

年間か活動してきて、参加者の層をもっと広げていきた

い。固定化しつつある層を、情報発信等をしてさらに拡

大していく必要があろうかと思っている。それが幾つか

のエリアで共通の課題になっているので、来年度につい

ては若い世代にこういった活動を広げられるような情報

発信、そういったツールの作成等に市としても取り組ん

でいきたいと思っている。 
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 次に、７ページ目は、今申し上げたようなものを画像

で幾つか出しているところである。 

 ８ページ目、４点目は職員向けに取り組んでいるとこ

ろであるが、こちらについては、まず８ページ目で幾つ

か挙げているが、職員向けの広報として協創通信という

もの、これは庁内向けであるが、掲示板に毎月月末発行

で協創に関する内容の通信を出している。その下、庁内

報で「あゆみ」というものがあるがそちらでも、こちら

は特に協創推進室から発信しているわけではないが、庁

内の若手を中心とした編集委員会で協創というテーマを

取り上げてもらっている。あと中段の研修としては、新

任研修として、新入職員、新任管理職、新任係長向けに

協創研修、自治基本条例についての研修を行っている。

また、協創研修として、先月８月27日にファシリテーシ

ョン研修を行った。特に今後、こういったコミュニケー

ション、ファシリテーションといった、いわゆる協創を

推進していくために必要なスキル等について学ぶ機会を、

こちら協創推進室としても人事課と協力して行っていき

たいと思っている。その下にある協創サポーター制度を

今年度から試行していきたいと思っているが、こちらに

ついては、次のページ、９ページ以降をご覧いただきた

いと思う。 

 ９ページ目に、全体としてまだかっちりとした制度と

して固まっているわけでないが、協創に関する職員制度

を来年度から本格運用したいと思っており、今年度から

試行でやっている。協創スタッフというのは、この協創

推進室、私どもの専任で協創を進めていくための職員を

「協創スタッフ」という言い方をしているが、その下に、

「協創サポーター」という言い方をしているが、若手職

員を中心に、この協創を庁内全体に広げていくための研

修制度として協創サポーター制度を設けていきたいと思

っている。下の左のほうの列、想定される職務内容、支

える、つなぐ、掘り起こす、これが協創の３つの柱であ

るが、下に書かれているようなこういった内容について

は、基本的にはこの「協創スタッフ」と言われている、

私ども協創推進室の職員が担っていきたいと思っている

が、右のほうの協創サポーター制度（若手職員）、特に

これは研修制度として入れていきたいと思っているが、

地域のイベントや事業に参加・支援をしていく。積極的

に地域に出ていくことで、その職員、特に基礎自治体市

町村の職員として必要な能力、コミュニケーションやフ

ァシリテーションといったスキルアップ、能力育成を図

っていきたいと思っている。 

 今年度については、公募で今職員に向けて募集をして

いるところである。あと、青は飛ばして一番下の紫、こ

れについてはまだ調整中ではあるが、今後については、

私もそうであるがもうすぐ役職定年を迎えるので、そう

いった役職定年を迎えた後、今まで地域に出る機会が多

かった管理職を中心に、地域と関わってきたキャリアを

こういった協創の実現に生かしていくような、私の中で

はシニアサポーター制度と勝手に言っているが、このよ

うな協創スタッフ専任職員がいて、若手のサポーターが

いて、さらにベテランのシニアサポーターがいるといっ

た職員制度に今後していきたいと思っている。 

 その次のページ、今簡単に申し上げたが協創サポータ

ー制度を今年度から試行で行っていきたいと思っている。

令和６年度については、今公募をかけているが、令和５

年度以前に入庁した、大体入庁10年目ぐらいまでの係長

以下ぐらいの職員を今募集しているところで、今週末が

期限であるが、そういった職員に協創推進室の事務従事

に入ってもらうと、本来の業務も持ちながら、この協創

推進室の事務にも当たってもらう。これから年度後半の

特に10月、11月、12月は秋のイベント等も多いので、そ

ういったことで地域に出ていってもらう。イベントや事

業、私どもがやっているようなワークショップにも参加

してもらうという機会をできれば年間で半年間ぐらい、

最大で４回ぐらい持ってもらうようなことを考えている。

また、その下、令和６年度の中段、こちらについては新

任フォロー研修の一環として今年度入庁した職員を対象

に、現場に出てもらうのは１日程度と考えているが、そ

ういった新任フォロー研修の中にもこの協創サポーター

制度を取り入れてもらおうと思っている。令和７年度か

ら本格運用していきたいと思っているので、令和６年度

に募集中の先ほどの事務従事でやってもらった職員につ

いては、希望があれば事務従事を継続してもらいたいと

思っているし、令和６年度以降に入庁した職員について

は、中段、先ほど申し上げた今年度・初年度は新任フォ

ロー研修で１回地域に出てもらうが、令和７年度・２年

目には悉皆研修、全ての職員を対象に年４回サポーター

として出てもらい、希望があれば３年目事務従事でやっ

てもらう。そういったことで、令和６年度以降に入庁し

た職員については必ず１年目は１回、２年目は４回ぐら

い地域に出てもらう機会を設けていきたいと思っている。

こちらが協創サポーター制度である。 

 最後になるが、11ページ目、その他ということで、地

方自治法の改正の関係である。こちらについては、タイ
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トルにもあるが、これまで多摩市非営利団体等との協働

に関する基本指針、これはＮＰＯ法ができたときにつく

ったものであるのでかなり古く、平成11年につくったも

のである。これまで大きく改定していなかったので、今

回協創という考え方を盛り込んだ改正をしていきたいと

考えていた。ただ、ご案内のようにここで地方自治法が

改正になり、一般質問でもご質問いただいたところであ

るが、下のほうに書いてある地域の多様な主体の連携及

び協働の推進ということで、具体的には指定地域共同活

動団体制度という新たな制度が地方自治法に盛り込まれ、

これを多摩市も含めた市町村については取り入れるか取

り入れないのかを判断し、取り入れる場合については条

例を規定して具体的な団体の要件や活動してもらう内容

等について条例で規定していくといった地方自治法改正

がこの９月26日に施行になるので、こういったことを受

けて多摩市としてもこういった新たな制度を活用してい

くかどうかという判断をしていく必要が出てきたので、

先ほど冒頭申し上げた基本指針の改定についてはそれを

踏まえた上での改定にしていきたいと思っているので、

先ほど申し上げた第九期自治推進委員会でもご意見を伺

いながら、また議会にもご報告をさせていただきながら、

こういった新たな制度の活用の是非等について判断をし

た上で、この基本指針の改定をしていきたいと思ってい

る。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 協創サポーターというところで、公募職

員による試行を令和６年度は行っているということであ

るが、この公募された職員の仕事内容というのは、協創

について具体的にどのようなことを今しているのか。 

○田島協創推進室長 こちらについては、先ほど申し上

げたように今募集中である。全体としては20人程度を上

限に、入庁10年ぐらいまでの職員を募集している。先ほ

ど簡単にはご説明したが、目的としては、従前からも申

し上げているようにかなり、多摩市の常勤職員は800人程

度いるが、実際市内在住者の割合は以前の数字であるが

３割ぐらいで、ほかの７割は市外在住者が占めているこ

とがわかっている。そういった中で、本来業務で地域に

関わっている職員も一定程度いるが、若い職員中心に内

部業務等に関わっている職員については地域の状況が業

務を通じては理解しづらい。多摩市の状況について、市

内地域に出たりする機会が業務上少ない職員が多くいる

ということがある。そういった中で、今回協創を進めて

いく上で、支える、つなぐ、掘り起こすというのを３本

の柱にしているが、様々な地域の活動を行政職員として

も支援していく立場でそういったものをやっていきたい

と思っているので、若い職員を中心に、具体的には地域

に出てもらって、例えば秋のいろいろなイベント、先ほ

ど私どもがやっていると申し上げたエリアミーティング

等の地域の方を中心にやってもらっているワークショッ

プの中にも入ってもらう機会を設けていく。そういった

機会を通じて、実際の市民の方、地域の方と一緒に何か

事業を行ったり、一緒にそういったワークショップに参

加したりする機会を持ち、それがいろいろコミュニケー

ションを図ったり様々な参加意欲を促したりするような

ファシリテーションという市町村職員として必要なスキ

ルアップにつながるのではないかと考えているので、そ

ういった機会を持ってもらうということが協創サポータ

ー研修制度であると考えている。 

○いぢち委員 協創という制度に今収れんされてきてい

るので、過去例えば地域担当職員や地域委員会というよ

うなことが言われていた時期もあったが、この協創サポ

ーターというのは言ってみればその地域に張りついて地

域担当職員のような動きをするものなのか。そうすると

協創スタッフは専任となっているが、その関係性という

かすみ分けはどうなるのか、それをまずお伺いする。 

○田島協創推進室長 確かに以前は特に市長の公約にも

あったので、地域委員会制度、地域委員会構想、また地

域担当職員、第七期、第八期の自治推進委員会の中でも

こういった内容について、特に仕組みや仕掛けについて

協議し検討してきた。最終的にいただいた答申の中には、

地域委員会、地域担当職員、わかりやすく言うと市内を

10のコミュニティエリア単位に分けて、具体的にそのエ

リア担当の職員、そのエリアの中で様々な分野横断的な

一定の組織体をつくるというのが地域委員会構想、地域

担当職員という感じでイメージを持っていたが、そうい

った方向については今回取っていないので、ある程度の

エリア分けは必要だと思うが、エリアの中だけで完結す

るようなものではなく、例えば先ほども申し上げたエリ

アの取り組みの中でも、エリア外の人たちにも入っても

らっているし、また市外の方にも入ってもらったりして

いるので、ある程度エリアは想定していくが、そのエリ

アの担当の職員、エリアの中で一つの大きな会議体・組

織体をつくるという方向性を今多摩市は取っていないの

で、プラットフォームのつくり方についても、協議会型

という組織をつくるものと、多活動、いろいろな活動を
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いろいろな主体とマッチングをさせて新たな取り組みを

つくっていくという、どちらかというと多活動マッチン

グ型のプラットフォームをつくっていくという方向性に

途中からかじを切ったので、そういった地域担当職員、

地域の委員会、地域のまちづくり協議会のようなものを

つくっていく方向にはない。専任でそういった新しい、

いろいろな市民の方が横のつながり縦のつながりをつく

りながらいろいろな活動、新たな地域でやりたいことを

やっていくようなことをお手伝いするのを本来業務とし

て行っているのが私ども協創推進室の職員・協創スタッ

フになる。ただ、協創サポーターというのは、当然いろ

いろな部署に配属されている職員が、本来業務を行いな

がら例えば土曜や日曜、イベントやワークショップは土

日に集中しているので、そういった土日に協創スタッフ、

私ども協創推進室の職員と一緒に地域に出ていって何か

そのイベントのお手伝いをする、ワークショップに一緒

に参加するといったことをやっていこうと思っているの

が協創サポーターである。今のところは二層、本来業務

として協創を推進していく業務に当たっている者がスタ

ッフで、本来業務は別にあり、土曜や日曜に本来業務に

支障のない範囲で協創スタッフと一緒に地域に出る、そ

れ自体が市町村の職員としてのスキルアップにつながる

と思っているので、そういったことをやっていきたいと

思っているのが協創サポーターになる。 

○いぢち委員 今、資料の９ページ目を見ながら質問し

ていたので、こちらの想定される職務内容のところを見

ると、地域を支える、地域をつなぐ、地域の中で掘り起

こすとなっているので、やはりここでその地域担当のよ

うなものが色濃くあるのかという想像をしたわけである

が、必ずしもそうではないということが今わかった。そ

うすると協創サポーターは、協創サポーターの仕事を専

任でやるというよりも、ほかの部署の各所管に所属して

いて、それが地域に出ていってこうした地域課題に対し

て支える、つなぐ、掘り起こすということをやる、また、

その地域の中でそういった動きというか仕事をして、そ

れを例えば協創推進室にいるスタッフのところへ持ち帰

って、そこで地域課題の解決に動くのか、スタッフとサ

ポーターの関係というか、どのような働き方をこれから

するのかが何となくはわかるがどうしてもわかりにくい

ので、今しつこく伺っている。 

○田島協創推進室長 ９ページの資料のつくりが確かに

あまりよくないかと私も思っている。今いぢち委員から

指摘された想定される職務内容、どちらかというと左の

列の下のほうに書いてある部分についてはきちんと表記

がされてないので、先ほど説明ではしたが、こちらの職

務内容で書かれているような内容を行うのは協創スタッ

フ、私ども協創推進室の職員の役割と考えている。きち

んとそういう表記がされていないので申しわけないが。

したがって、地域に対してアドバイス的に支えたり、コ

ーディネートをしたり、プロデュースとして先ほど申し

上げたようなエリアミーティングをすることによって新

たな地域人材の掘り起こしをするというのは私どもの本

来業務としてやっているので、こちらはどちらかという

と協創推進室スタッフに求められる職務内容である。協

創サポーターというのは、確かにこれだとスタッフとサ

ポーターが並列に並んでいるので同義のように思えるが、

サポーター研修制度、これは「サポーター研修」と入れ

たほうがよいのかもしれないが、サポーターとして本来

業務であるスタッフを支えたり、スタッフと一緒に地域

に入るということを研修として行っていくのが、この協

創サポーター制度である。当然本来の業務、いろいろな

課に属しているというところは変わらないので、半年間

で４回ぐらい地域に一緒に行きたいと思っているが、基

本的にはこの協創スタッフと言われている協創推進室の

職員と一緒に出ていく。「協創サポーター制度」と言う

と新たな職務内容として位置づけているように聞こえる

が、我々は研修制度として入れていきたい。そういうこ

と自体が職員個人のスキルアップにもつながるし、協創

を底上げしていくという職員全体の意識向上につながる

と思っているので、それをやりたいということである。 

○いぢち委員 あともう一つ、同じページ内で、先ほど

ご説明がなかった地域内施設との連携のところである。

そうするとここはサポーター制度の説明ではなく、地域

内施設等配属職員と連携をしていくのは協創スタッフの

仕事であるという理解でよろしいか。 

○田島協創推進室長 そうである。青の部分は先ほど説

明を飛ばしたが、地域内施設、いろいろな地域施設と言

われている地域にある施設の職員と連携をしていくのは、

サポーターに求められるものではなく、スタッフである

私たちに求められるものかと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 私から質問してもよろしいか。説明資料の11ページの

右側に地方自治法の改正があり、矢印があって「自治推

進委員会」、ここで「「協創」及び自治法改正内容の反

映要否を審議」とある。それからもう一つ矢印があり

「改正内容検討」となっている。これは地方自治法の今
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年６月の改正の内容を受けて多摩市自治基本条例も改正

するように見えるが、これはどのような状況になってい

るのか。 

○田島協創推進室長 今、委員長から言っていただいた

ものとほとんど中身は合っているが、「改正内容検討」

という破線で囲まれている紫の部分については、これは

自治基本条例を改正するということではないと思ってい

る。改正内容というのは、地方自治法で改正された内容

について、特に先ほど申し上げた指定地域共同活動団体

制度を市として採用するか否かについて検討するという

内容を書いているものである。まだきちんと検討してい

ないので断言できないが、場合によってはこういったも

のを盛り込んでいくということで、もしやるとすれば、

自治基本条例を改正するかもしれないが、基本的には条

例を仮につくったとしても自治基本条例とは別に指定地

域協働活動団体制度のための条例を新設することになる

と思う。詳細はまだ全く検討されていないが、ここで言

っている改正内容は、地方自治法を受けての検討という

ことである。 

○小林委員長 地方自治法の改正内容については、今度

９月議会も含めて一般質問等で何人かの議員が取り上げ

てきたところである。その下に内容が数行書かれている

が、大規模な災害、感染症の蔓延、その他とあり、その

他の中には有事というか戦争自体も含まれると解釈され

ていて、日本弁護士連合会がこれについてはいろいろ懸

念を表明していると思う。今市で進めている地域協創、

あるいは先ほどいぢち委員が質問されたが協創スタッフ

と協創サポーターという形で地域で自主的に行っている

取り組みを市で支援するということで地域づくりをして

いくということで、その方向でぜひやってもらいたいと

思うが、この新しい地方自治法の改正の内容だと、逆に

国が今やろうとしているようなことに地域を巻き込んで、

大規模な災害、感染症の蔓延、その他の中に戦争自体も

含まれるとすると、戦争に協力させるようなことが行わ

れていくのではないかということで非常に懸念を表明す

る方もいる。そうすると、今市が自主的な地域のことを

支援していくというのとはまた逆に、市のほうでいろい

ろ地域を縛っていくようなことにもなりかねないので、

ここはぜひ気をつける必要があると言う方もおられる。

その辺について、そのような心配はないということで協

創推進室長の答弁をいただければと思う。 

○田島協創推進室長 いただいたように今回の地方自治

法改正には、ＤＸを推進していくこと、補充的な指示権

が国に設けられたこと、私どもに関係する公共私の連携

の一つの取り組みの具体的な事例として指定地域共同活

動団体制度が新設されたこと、大きくこの３つの柱があ

る。私どもコミュニティや自治を所管している協創推進

室としては、３つ目の指定地域共同活動団体制度につい

て直接関連があるので、こちらを採用するか否かの要否

等については検討していきたいと思っている。今、委員

長からいただいたようないわゆる補充的指示権の関係に

ついては市全体を所管する企画政策部企画課で所管して

いるので直接私の所掌の範囲には入ってこないと思うが、

コミュニティや自治にも大きく影響する部分があろうか

と思っているので、こちらの部分についても必要に応じ

て自治推進委員会等の意見を聞いて対応していきたいと

思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項９番、刑法等一部改正法等の施行に

伴う条例改正について、市側の説明を求める。 

○藤浪総務部長 本件については、表題のとおり刑法等

の一部を改正する法律等の改正及びその施行に伴い、本

市の例規についても関連して今後改正が必要になること

から、本日事前にご説明申し上げるものである。 

 詳細については、文書法制課長から説明させていただ

く。 

○薄井文書法制課長 本件は、12月議会に提案予定の条

例案の概要をあらかじめご説明申し上げるものである。

タブレットの資料をご覧願う。 

 １、概要。既に総務部長から説明したとおり、刑法等

の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴

い、本市例規等の規定中「懲役」及び「禁錮」を「拘禁

刑」に改める必要がある。 

 ２、刑法等一部改正法等の主な内容。(1)懲役及び禁錮

が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設される。(2)罰

則の法定刑については、従前と同等となる。無期懲役及

び無期禁錮は「無期拘禁刑」となり、有期懲役及び有期

禁錮は長期及び短期を現行のものと同じくする「有期拘

禁刑」となる。(3)施行日は令和７年６月１日である。 

 この法改正を踏まえ、３、改正が必要となる条例であ

る。(1)多摩市職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例、(2)多摩市一般職の職員の給与に関する条例、(3)
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多摩市表彰条例、(4)多摩市個人情報保護条例、(5)多摩

市行政不服審査会条例、(6)多摩市議会個人情報保護条例。

これらのうち(1)から(5)までの条例の改正については、

市長が整理条例として上程する。(6)の条例の改正につい

ては、市議会から議案をご提出願う。 

 ４、改正内容。「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に

改め、所要の経過措置を定める。 

 ５、条例提出のスケジュールである。令和６年８月か

ら検察協議を行っている。本日、総務常任委員会協議会

に報告、12月の定例市議会に改正条例案を上程する。 

令和７年６月に条例を施行する予定である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次、それでは、協議会事項10番、戸籍に振り仮名を記

録するための対応について、市側の説明を求める。 

○磯貝市民経済部長 協議会案件の10番から15番、計６

件が市民経済部の案件となっている。 

 それぞれ担当する課長からご説明をさせていただくの

でよろしくお願いする。 

○松下市民課長 それでは、協議会10の資料をご覧いた

だきたいと思う。こちらは戸籍に振り仮名を記録するた

めの対応についてということでご説明をさせていただく。 

 昨年６月に行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律の成立により戸籍法が改正され、令和５年改正法附則

第１条第１項第３号に掲げる規定の施行の日、以下「第

３号施行日」と呼ばせていただくが、以降、順次戸籍に

氏名の振り仮名が記録されることとなった。 

 戸籍の振り仮名記録までの流れであるが、まず住民基

本台帳ネットワークシステムに記載されている振り仮名

を仮の振り仮名として戸籍の情報連携システムに送信・

登録する。次に、通知であるが、第３号施行日時点の在

籍者を対象に仮の振り仮名の通知書を作成・印刷し、発

送する。３つ目として、仮の振り仮名登録後、登録され

ている仮の振り仮名と異なる届け出があった場合等で、

仮の振り仮名の修正が必要になった際には、仮の振り仮

名を更新または追加する。この届け出であるが、第３号

施行日から１年を経過した日までの期間、振り仮名届け

出により戸籍に振り仮名を記録する。最後に、振り仮名

の市町村長記録ということで、第３号施行日から１年を

経過した日までに振り仮名の届け出が実施されなかった

戸籍に対しては、市町村長が仮の振り仮名に基づいて氏

名の振り仮名の記録を行うとされている。 

 発送予定件数であるが、令和６年８月１日現在、本市

の本籍人口は10万3,287人、本籍数が４万2,401戸籍とな

っており、この本籍数の大体1.5掛けで想定し、約６万

4,000通を発送する予定である。 

 この第３号施行日については、現在国で検討されてお

り、令和７年５月下旬を今予定されているところである。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 上杉委員。 

○上杉委員 ナンバー５で、第３号施行日から１年を経

過した後で届け出が実施されなかった戸籍に対しては、

市区町村長が仮の振り仮名に基づき、氏名の振り仮名の

記録を行うとあるが、１年たってから修正があった場合

はどうなるのか。 

○松下市民課長 １年後までに届け出がされなかった場

合には、とりあえずその１年を経過した時点で市区町村

長により職権で戸籍に記載がされる。その記載された戸

籍の振り仮名が違うということであると、それを修正す

る際には家庭裁判所に申し立てを行っていただき、家庭

裁判所で確定したものに基づいて戸籍を修正するという

流れになっている。 

○上杉委員 もう一つ、在籍者に仮の振り仮名を振って、

合っているかどうかを各家庭に送って確かめてもらうと

いう手順があるが、例えばそこで、私は上杉と言うが、

上杉という漢字に対して全然違うヤマダと書いて送り返

したらどうなるのか。 

○松下市民課長 現在国で示されているものであるが、

記載できない振り仮名に例えばどういうものがあるかと

いうと、漢字の持つ意味と反対の意味の読み方、例えば

「高」と書いて「ひくし」と読む等、読み違い、書き違

いかどうか判然としない読み方、「太郎」と書いて「じ

ろう」という振り仮名が振られる、「さぶろう」という

振り仮名がされる、それから漢字の意味と読み方との関

連性がおおよそまたは全く認めることができない読み方

ということで「太郎」と書いて「ジョージマイケル」と

読む等は認められないということで今国では示されてい

る状況である。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 これは戸籍に振り仮名を記録するという

ことで、最終的に調査を行って全戸籍に振り仮名を振る

と、その作業はやはり市区町村単位で行われるのか。 
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○松下市民課長 通知書の印刷・発送、届け出を受理し

てからの戸籍の登録は全て各市区町村で行う。 

○いぢち委員 ナンバー２のところでは、在籍者、多摩

市なら多摩市を本籍とする方々に対して仮の振り仮名の

通知書をつくり、印刷し、発送する。これは当然それが

間違っていた場合のリターンを期待して、要するに正し

い振り仮名を突き止めるための作業だと思うが、そうす

ると多摩市で言えば４万2,401の戸籍があるわけであるが、

その方々にそういった説明の文書、送り返すための文書

や封筒までを入れたワンセットで送られるものなのか。

どういう形なのか。 

○松下市民課長 今国から示されているものについては、

圧着はがきで各筆頭者に通知を送ることになっている。 

○いぢち委員 そうすると、自分に振られた仮の振り仮

名が間違っていた場合はどのように返送してそのことを

伝えるのか。 

○松下市民課長 今国から示されているのが、マイナポ

ータルからの届け出、それから市町村の窓口での届け出

という方法がある。 

○いぢち委員 そうすると、マイナンバーカードを持っ

ていない、あるいはおられるのかどうか、カードは持っ

ているがマイナポータルに登録はしていない、使える状

態にしていない方の場合は、各自治体の役所に行って、

その窓口で訂正をしないといけないということか。 

○松下市民課長 そのようになっている。本籍人以外の

非本籍人の方についても今年の３月から広域交付等が始

まっており、本籍地以外での届け出を認めているので、

今回の振り仮名については、多摩市本籍以外の非本籍人

の方も多摩市での届け出ができる形になっている。 

○いぢち委員 そうすると、繰り返しになるがマイナポ

ータルを使えない状態の人の場合は窓口に行かなければ

いけないとすると、多摩市は土曜の開庁なども行ってい

るが、そういう措置がない自治体では、ウイークデーの

昼間、役所が開いている時間にその窓口に行かれない方

に対して何か救済措置というか代替措置があるのか。 

○松下市民課長 マイナポータルあるいは市の窓口での

届け出というところであるが、この届け出書については

ホームページ等でも掲載する予定であるので、どうして

も日中市役所に来られないという方については、郵送で

の受け付けも想定している。 

○いぢち委員 今度は全体のことにかかる費用について

伺う。これは圧着はがきということであるが、それにし

てもかなりの負担であり、また、このことに伴って発生

する業務もそれなりに大幅なものではないかと思う。こ

れ施行日は来年５月であるので今どのぐらいまで情報が

出てきているかであるが、この一連の対応については全

部各市区町村、自治体の負担になるのか、それとも国か

ら何らかの補助があるのか。 

○松下市民課長 こちらの振り仮名記載に対する対応で

あるが、まず今回通知を送らせていただいた本籍人ある

いは非本籍人からの届け出は20％程度と想定すると、そ

の件数だけでも全部で３万件近い届け出になるので、か

なりの事務量が発生してくる。今年の３月から広域交付

が始まっているが、この広域交付の対応に現行の体制で

もかなり負担がかかっている中でこの振り仮名表記をし

ていくというところでは、現行の体制ではおそらくどこ

の市区町村も対応できないというところで、そこを会計

年度任用職員もしくは委託でということを各市今検討し

ているところである。多摩市においても、その部分につ

いてどのように対応していくのかを検討しなければやら

なければいけない。その人的な部分と、あとシステム的

な部分もあり、広域交付が始まってからやはり非本籍人

の方も多く窓口に来られるということで、戸籍の情報連

携システムが今目いっぱい稼働しており、台数的にも現

状の台数ではかなり厳しい状況がある。そこに今回の振

り仮名での届け出ということで、機器的にも補充をしな

ければいけない状況だろうということで、その人的な部

分、機器的な部分、またその印刷代というところで相当

な経費が今後見込まれるだろうということであるが、先

月この振り仮名に対する国の説明会が開催され、今国が

検討している補助の対象としては、振り仮名等の通知に

関わる印刷費、通知に係る郵送費については国の補助の

対象とする、人的な部分、機器的な部分については今補

助対象外という見解が示されているので、状況としては

かなり厳しいというところである。 

○いぢち委員 幸いというかまだ多少は先のことである

ので、今後それこそ自治体のほうでまとまってそういっ

たところは何らかもう少し補助を出してもらえるように

という要望が必要ではないかと思う。もちろん印刷費、

郵送費も大きいが、人件費が相当かかりそうであるし、

あと機器の補充ということもあったが、例えば戸籍の振

り仮名振りのためだけに余分に調達しなければならない

とすると、終わってしまえばもしかしてそれは必要ない

ということであればレンタルのような制度、とにかく今

のところでどのぐらいのお金がかかるかまだ皆さんも詳

しくは出しておられないかもしれないが、そういったと
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ころを想定して、必要とあらば国にはっきり要望を出し

ていくべきではないかと思うが、そういったことで何か

お考えはあるのか。 

○松下市民課長 今回の説明会を受けて、法務局で各種

意見調査が行われている。多摩市においても、今回国か

ら示された補助内容だけでは市の持ち出しになるので、

各区市町村かなり厳しいというような意見を出させてい

ただいた。ただ、それが本省に行くかどうかは不明な点

があるので、委員が言われたように26市での連携といっ

たことをしながら、必要であれば要望等を上げていきた

いと考えている。 

○磯貝市民経済部長 今、市民課長からも話があったが、

戸籍の広域交付が始まった段階でも、多摩市の場合本籍

人口は10万人ほどであるが、住民票で多摩市に来られる

のは15万人弱おられる中で、実際には振り仮名に関して

も多摩市に本籍を置いてない方がたくさんここに届けに

来られる可能性は大いにあるかと思っている。今回の事

務的な量にしても、金銭的なところにしても、今の通常

体制では非常に厳しいかと思う。また、国が示している

補助内容では、郵便料と印刷代は全体から見れば本当に

ごく僅かだと認識しているので、今事務レベルのところ

では既に声を上げているが、いろいろな機会を捉えて要

望等を上げていかなければいけないと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項11、（仮称）多摩市産業振興マスタ

ープランの策定に係る部会開催状況及び今後のスケジュ

ール等について、市側の説明を求める。 

○麻生経済観光課長 それでは、協議会資料の11をご覧

願う。現在市では、（仮称）多摩市産業振興マスタープ

ランの策定を進めているところである。プランの策定時

期については、前回６月の本委員会でもご説明したとお

り、令和７年、2025年の２月を予定しているところであ

る。 

 今回ご報告申し上げたいのは項目の４番、部会の検討

状況と、５番、今後の予定についてである。 

 まず４番、部会の検討状況についてご説明する。先般

６月の本常任委員会では、３つの部会を設置したという

ところまでご説明をさせていただいた。その後３つの部

会それぞれに３回ずつ会議を開催させていただき、この

９月に第５回を行う段階まで来たところである。それぞ

れ３回の部会が完了した。 

 ５番、今後の予定であるが、本年９月、今月であるが

第５回の部会を行い、10月25日、第６回部会を開催する

予定になっている。その段階で部会の意見等をまとめ、

推進会議のメンバーに対して、部会のメンバーがこうい

ったことを考えたということで発表していただく会議に

する予定である。それが成果発表会というところである。

これを受けて11月に推進会議の中でも素案をまとめ、ま

た本市の経営会議に素案をかけさせていただき、決定を

させていただきたいと考えている。その後、12月から１

月にかけてパブリックコメント、オープンハウスによる

市民意見の聴取を行い、令和７年１月に市の考え等を推

進会議にかけて、再度案として提出させていただく。そ

の後市の計画としても経営会議等で決定をしていただき、

２月に最終的な決定ということを考えている。実施の時

期については来年４月からと考えているが、今後部会の

まとめの状況によっては会議の回数をもう１回ふやすこ

とも考えられると思う。そこのスケジュールについては

若干前後する可能性あるが、今現在は予定どおり進んで

いる状況である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項12番、多摩センターわくわくプロジ

ェクト進捗報告について市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 協議会資料12番で２つ入れ

させていただいている。そちらを使ってご説明をさせて

いただく。 

 本件については、まちづかいを起点としたまちづくり

につなげていくということで取り組んでいる多摩センタ

ーわくわくプロジェクトについての定例的なご報告とな

っている。本日については、６月議会以降の動きと今後

の予定についてご報告をさせていただく。 

 まず２、令和６年度の取り組みについてのご報告にな

る。大きく４点、空間のつかい方、多摩ラボ活動、公園

の使い方、遊歩道の安全な通行のあり方についてご報告

をさせていただく。 

 まず空間の使い方についてである。昨年度はイベント

と併せて社会実験を行ってきた。本日ご用意させていた

だいているもう一つの資料、（資料）と入っている、

「まちづかいからまちづくりへ」という資料をお開き願

う。こちらについては、昨年度のまちづかいの報告書で
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ある。まちづかいに取り組んでいく中で声が上がってき

たこと、実際に社会実験としてやってみて有効だと考え

られるところ、そういったことをもとに、パルテノン大

通り、ハローキティストリート、パルテノン多摩、多摩

中央公園、こちらの４か所で、イメージをまとめたもの

ということである。 

 少し飛んで18分の４ページにお移りいただいてよろし

いか。こちらではパルテノン大通りについてのイメージ

を入れさせていただいている。こちらのパルテノン大通

りは広大な空間であるが、滞留するところや、通る場所

であって何かやってみることができるスペースが今なか

なかないところもあるので、絵にあるとおり植栽帯とい

ったところを活用していくというイメージである。 

 続いて、またもう一つ飛んでいただいて18分の６ペー

ジに移っていただいて、今度はハローキティストリート

である。こちらはその世界観を盛り上げるよう商業施設

に緑をあしらうなど統一感を持たせたイメージ、こうい

ったところができるとよいのではないかといったような

ご意見があったのを絵にさせていただいているところで

ある。 

 続いて、また飛んでいただいて18分の10ページをお開

き願う。パルテノン多摩である。こちらは大階段が印象

として非常に特徴的なところであるが、こちらを活用し

て楽しめる場をつくっていくのはいかがかといったよう

なイメージである。 

 また飛んでいただいて18分の12ページ、今度は多摩中

央公園（多摩中央図書館）のところになるが、こちらは

図書館の外ににじみ出すようなイメージ、こういったと

ころでの使い方などができるとよいのではないかという

ご意見を絵にさせていただいているものである。これら

については、あくまでイメージである。市民や事業者な

どと共有しながら、どのようなまちにしていきたいかと

いった対話などで活用していくものになっていくかと考

えている。また、今年度は多摩センターのビジョンをま

とめていくところになるが、こういったまちづかいから

出てきたイメージなども盛り込んでいくことを考えてい

るところである。 

 また少し飛んでいただいて18分の14ページを今度お開

きいただいてよろしいか。こちらについては、昨年度の

社会実験はイベントのある日に実施してきたところであ

るが、日常でのにぎわいづくりも重要であると考えてい

る。そういったところがこちらの表の中で見えるような

形になっているところである。 

 では、最初にご説明をさせていただいていた資料にお

戻り願う。こちらを踏まえて、今年度については日常的

なにぎわいを創出するために必要なことを検討するため

に社会実験を９月に２回実施させていただく。まずこの

ページに入っているのは９月22日に行うもので、こちら

は日曜日になるが、今年の３月の社会実験でも活用した

パルテノン大通りにある植栽ますを使って市民などの複

数の主体者がフェス、屋台式の出店といったところをや

ってみるものになっている。 

 続いて次のページに行っていただいて、日程は前後す

るが、19日、来週であるが、プロ野球のナイターのパブ

リックビューイングをパルテノン大通りの十字路南側、

ココリア多摩センターに映し出して実施するところであ

る。ココリア多摩センターの外で植栽ますなどから見ら

れるようにして、民間と連携しながら夜間のにぎわい創

出について実験するものである。この社会実験の期間に

は植栽ますに滞留できるような空間などをつくって、課

題になっている滞留についても検証していく。 

 続いて(2)多摩ラボ活動についてである。拠点として使

ってきたパルテノン多摩の５階のスペースについては９

月末で閉鎖していくところである。活動の中でつながっ

た主体者、今後多摩センターで何かしていきたいといっ

た主体者が相談できる先ということで、クリエイティブ

キャンパス企画室などで受け入れてもらえるよう、ニー

ズを確認し、意見交換を行っている。まちづかいにここ

まで取り組んできているものが途切れないようにしてい

きたいと考えている。 

 続いて公園の使い方である。７月に多摩中央公園や書

店などと連携した「多摩センター本のまち祭り」を行い、

多摩中央公園から多摩センターエリアににじみ出す好事

例になったかと考えている。多摩センターで例年行われ

ている、来月にあるが「ハロウィン ｉｎ 多摩センタ

ー」で、大池前テラスや子どもテラスといったところも

活用し、より広く面としてのにぎわいづくりに取り組ん

でいくことを予定している。また、先ほど少し触れたク

リエイティブキャンパス企画室であるが、多摩センター

の施設や団体が連携するために主体者が集うエリアでの

人材掘り起こしなどを行っていくところである。 

 次のページにお移りいただいて、遊歩道の安全な通行

のあり方についてである。まずは本年３月に行ったレン

ガ坂での社会実験についてのご報告になる。こちらの資

料にある自転車の通行ゾーンの促しについては、路面に

自転車のナビマークや矢印の表示を行い、自転車や歩行
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者の通行状況を調査し、図にあるゾーン③、④、濃いピ

ンク色と薄いピンク色の割合が増加していることから、

路面標示の効果が一定程度見られたと判断している。な

お、歩行者に対する誘導はこの際行っていない。歩行者

の通行割合に特に変化はなかった。 

 続いて自転車の通行量についてである。資料の中心に

円グラフでお示ししているが、左側の円グラフが路面標

示のない状況で、右側が路面表示後の状況である。共に

平日の月曜日で比較しているが、両日とも全体の通行量

に大きな変化はないもの、道路中央であるゾーン③④の

通行量が１割程度増加していることがわかる。歩行者の

通行量についても下段のとおり調査したところであるが、

大きな変化はない状況である。 

 次に、レンガ坂の暫定整備の方針についている。今ご

報告させていただいた社会実験で路面標示の有効性が一

定程度あったと捉えているので、社会実験で行った内容

で整備を行いたいと考えている。一方で、来年多摩中央

公園がオープンした後で人流が変化する、動き方が変わ

ってくることが想定されるところもあるので、このたび

は暫定整備ということでいきたいと考えている。整備と

併せて歩行者や自転車の通行位置の定着化を目指しなが

ら、通行マナーの啓発にも努めていきたいと考えている。 

 こちらの暫定整備に向けては、11月９日、土曜日にな

るが、３月の社会実験の結果の報告と暫定整備の方針に

ついて説明会を実施していく予定である。暫定整備の告

知については、説明会のほか、たま広報、市公式ホーム

ページ、周知看板などでお知らせをさせていただく。 

 次のページにお移りいただいて、「（仮称）多摩セン

ター駅周辺のビジョン」策定に向けた今後の予定につい

てのご報告である。東京都で策定している「（仮称）多

摩ニュータウンの新たな再生方針」などの内容を踏まえ

たものとして進めてきている。しかしながら、東京都が

新たな取り組みとして「多摩センター駅周辺再整備方針

（案）」の検討を進めており、その中では企業を含めた

会議が予定されているところである、これらの動きから

東京都との連携が必要となることが見込まれ、それを踏

まえた現時点での今後の予定は表のとおりである。 

 多摩センターわくわくプロジェクトの進捗と（仮称）

多摩センター駅周辺のビジョンの今後の予定についての

ご報告は以上となる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

 いぢち委員。 

○いぢち委員 大枠のところを伺いたいと思う。これま

で多摩センター地域の活性化や再開発ということではい

ろいろな理念や計画が出されてきていて、その中でクリ

エイティブキャンパス企画室のことにも触れられている

が、例えば今はまだ完成していないが多摩中央公園とも

う出来上がっているパルテノン多摩と多摩市立中央図書

館でクリエイティブキャンパス構想というものがある。

また、この多摩センターわくわくプロジェクトというこ

とで「まちづかい」という概念も出されている。そして

３番目に多摩センター駅周辺のまちのビジョン策定、こ

れがまたあの辺の活性化や経済的なことにつながるのか

と思っていたら、今度は東京都から多摩センター駅周辺

再整備方針が出てくる。いろいろなものが重なっていて、

もちろんそれぞれにやるべき内容、様々な存在理由があ

るのだと思うが、これらはある意味一体化して進められ

るものなのか、頭の整理がだんだんつかなくなってきて

いるのが実情である。ただ、このいただいた資料を見て

も、例えば経済観光課と都市計画課、道路交通課、公園

緑地課も入っていて、図書館という意味では教育部のほ

うがないが、あの地域をある意味複合的な多摩市全体の

まちづかい、まちおこし、活性化につなげるものとして

は把握をしている。この様々で多彩なプロジェクトや計

画が一体今どのように整理され、位置づけられているの

かをわかりやすくご説明いただければと思う。 

○加藤商業・観光担当課長 委員から今までの動きを含

めてお話をいただいたところかと思っている。市として

の動きとすると、パルテノン多摩の改修のところで面と

して多摩センターを捉えて活性化をというところもあっ

た。そういったところから今の動きはスタートしている

ところである。ハードの整備もそうであるし、そこのと

ころでハードを造るだけではなく、ソフトの実際のまち

づかいといったところで使っていく主体者、企業、そこ

が多摩センターは広大なフィールドになっている、ペデ

ストリアンデッキもあるし、公園もできる、パルテノン

多摩もあり、多摩市立中央図書館もあり、いろいろな色

のものが入っているところである。そういったところが

連携しながらまちの価値を高めていくことに向けて進め

てきているところである。今回の資料は、中心になって

いる経済観光課、都市計画課、道路交通課、公園緑地課

の名前で出させていただいているところであるが、この

動きについては図書館やパルテノン多摩を所管している

文化・生涯学習推進課、こどもひろばＯＬＩＶＥがある

ので子ども青少年部とも共有しながら進めてきていると

ころである。その中で東京都の動きが少し出てきている
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ようなところがある。そちらについて今のところつぶさ

に何をどうといったところまではなかなか伝わってこな

いので、そちらとはお話もしながら、多摩市として進め

てきているものとそごがないような形で進められればと

いうことで、向かっている方向とすると、今申し上げた

ような形で進めているところである。 

○いぢち委員 あと１点お伺いする。今建設中の京王プ

ラザホテルの跡、ここは１階が商業施設で上はマンショ

ンと聞いている。ただ、ああいう立地であるので、あそ

この十字路の活性化には大きな役割が見込まれるのでは

ないかと思う。一方、クロスガーデン多摩であるが、あ

そこに関しては時限が決まっているというか、そこで市

が主導権を握って何かするというのは難しいのかもしれ

ないが、クロスガーデン多摩が役割を終えた後、あの場

所はどのように活用すべきなのか、そういったところま

で含めて今後の多摩センター地域の活性化を長期的、ま

た多面的な視点で考えてほしいと、こちらは欲張って思

ってしまう。一方で、ホテルがなくなったなどというこ

とで市民の中では多摩センター地域の今後に関する不安

ということも聞いているので、今思いつく限りのことを

言ってしまったが、この多摩センター地域の活性化、わ

くわくプロジェクトというところで、今後どのような視

点、広がりを持って活性化を進めていくおつもりなのか、

今の時点でお話しいただけることがあればお伺いしたい。 

○加藤商業・観光担当課長 多摩センターは非常に広大

なところがある。まず市とすると、市で管理している部

分、公共施設もそうであるしペデストリアンデッキもそ

うであるが、そういったところをどういう形にしていく

のかをお見せしていく部分があるかと思っている。今お

話のあったところについては、地権者さんがおられると

ころもある。そちらの方々もまちづくりのところではパ

ートナーになってくるといったところもある。市として

多摩センターはこういう形のこういうまちにしていきた

いといったところをお示ししながら、そういった地権者

等のステークホルダーと対話を重ねながら、価値の上が

るようなまちにしていくことを目指していくというのが

行政としての役割かと考えている。 

○松本都市計画課長 多摩センター駅周辺についてのビ

ジョン・方針について今検討を進めているところである

が、その中には駅前のバスロータリーのあり方、ペデス

トリアンデッキの今後の維持補修をどのように進めてい

くのかが課題になっているので、そういうことを示して

いるところもあるし、また多摩センター駅周辺の住許容

の考え方も今後のまちづくりの中では結構大きく影響し

てくるかと考えているので、そういったところなども盛

り込んでいきたいと考えている。東京都の多摩ニュータ

ウンの新たな再生方針で東京都が取り組んでいくとお話

しされているところと多摩市の方向性がうまく合うよう

な形のすり合わせをこれからしていくという段階である

ので、また状況に動きがあったらご報告をさせていただ

きたいと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項13番、（仮称）多摩市観光まちづく

り基本方針の策定時期の延期について、市側の説明を求

める。 

○加藤商業・観光担当課長 では協議会資料の13番をお

開き願う。（仮称）多摩市観光まちづくり基本方針の策

定時期の延期についてである。こちらの方針については、

令和６年度末、今年度末の策定を目指して進めてきたと

ころであったが、必要な検討事項が多く残されているこ

とから、令和７年度末に延期することについてご報告す

るものである。 

 １、これまでの経過についてである。基本方針の策定

は、多摩市観光まちづくり交流協議会からいただいた提

言を受けて検討を開始したところである。コロナ禍で検

討が進まず、昨年度から再開して検討を進めてきている

ところである。昨年度は主に情報収集を行ったところで

ある。 

 次のページにお移り願う。情報収集を行う中で検討が

必要な事項が２点ほど出てきた。１点は観光協会に関し

てである。こちらは本市の観光の特性を踏まえ、観光協

会の必要性について検討し、その上で設立が必要な場合

には、その役割・機能等について検討することとなる。

さらに情報収集等を行うなど時間を要することがわかっ

たこともある。 

 ２点目としては、先ほどご報告があった今年度中の策

定を予定している多摩市産業振興マスタープランの内容

の反映も必要であるということもある。 

 こういったところを踏まえ、今後のスケジュールにつ

いては４のとおりである。来年度末には策定をさせてい

ただき、その間に取り組み状況のご報告などもさせてい

ただきながら進めていきたいと考えている。本件のご報

告は以上である。 
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○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項14番、「多摩市食プロジェクト」進

捗状況について、市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 では、協議会資料の14番を

お開き願う。「多摩市食プロジェクト」進捗状況につい

てである。多摩市の観光まちづくり交流協議会では、市

内観光で特色のある食が必要ということから「多摩市食

プロジェクト」を立ち上げ、昨年度から取り組んでいる

ところである。東京2020大会で多摩市はアイスランドの

ホストタウンとなった。毎年アイスランドウイークとい

うことで取り組んでおり、ほかの自治体にはない取り組

みということから、協議会ではアイスランド風の食で魅

力づくりをしていくことに取り組んでいるところである。 

 現在の進捗状況についてのご報告である。本年６月の

アイスランドウイークで例年の多摩センターに加えて今

年は聖蹟桜ヶ丘でも実施し、２か所で食プロジェクトを

実施しているところである。メニューの多くが完売し、

参加した飲食店、イベントに参加された方々からの評判

も良く、規模の拡大を要望する声があった。今年度はこ

の後鉄道会社主催の市外のイベントに出店し、多摩市の

取り組みをＰＲしたいと考えている。 

 今後についてであるが、多摩市観光まちづくり交流協

議会を含む市内６団体でアイスランド風メニューを活用

した市内飲食店活性化企画を東京観光財団が実施する事

業に申請し、採択された。本助成事業を活用してさらに

進めていくところである。 

 また詳細をお伝えできるところでお伝えさせていただ

きながら進めさせていただければというところである。

本件のご報告は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項15番、ロケーション撮影に係る使用

料免除について、市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 本件については、令和６年

10月１日、来月からシティセールスに一定の効果が見込

める公共施設でのロケーションについて、商業・観光担

当課長が決定し、当該決定をもとに施設所管課が公共施

設使用料を免除することとしたことについてご報告する

ものである。 

 経済観光課では、フィルムコミッション事業を通じて

市内公園などの撮影場所が映画やドラマなどで放映され

ることでまちの魅力として広く発信され、訪れるファン

や市民に親しみを感じさせる観光スポットになることを

目的に取り組んでいるところである。 

 ３番であるが、取り組んでいる中で課題がある。そち

らとしては、１点は、次のページの別表１にあるとおり、

近隣と比べて撮影期間が長期に及ぶほど使用料が高額と

なるところがあり、類似した場所がある際には多摩市が

敬遠される傾向にあること、もう一つは、作品の二次利

用について承諾を得るのが難しく支援後の活用が制限さ

れる、そういった２点が課題かということで捉えている。 

 ページをお戻りいただいて４番のところである。ロケ

使用料は原則有料ということは変更せずに、経済波及効

果や市の認知度向上に資するロケについては運用上免除

することで呼び込みを図るということである。現在想定

しているのは年間三、四件程度を考えている。 

 続いて５番の今後の運用については、四角囲みの要件

に該当するロケについて、内規で定めて公共施設使用料

を免除するものである。１点目は、当該作品の経済波及

効果が100万円を超える見込みであること。また２ページ、

次のページに移っていただければと思うが、参考２にあ

るとおり、ロケ隊の１日当たりの市内での消費額に国土

交通省でお示ししている乗数を乗じてロケ隊の規模によ

って算出して測っていくというものである。 

 また元のページにお戻りいただいて、２点目は、作品

の象徴的な場面など主要な撮影を市内で行い、多くの方

に多摩市で撮影されたことが認知される見込みであるこ

と、クレジットへの掲載を必須としながら一見しただけ

で多摩市だとわかるような場所でのロケなどを対象とし

て考えている。３点目としては、多摩市のシティセール

スに協力できることということで、市内外へアピールで

きるようチラシ・ポスター・ロケ撮影時の写真などの二

次利用ができるものが対象となる。こちらの３点のいず

れかの要件を満たすものについて使用料を免除していく

ということで考えている。こちらについては、関連する

公園緑地課、スポーツ振興課、行政管理課、秘書広報課、

文化・生涯学習推進課、パルテノン多摩、多摩ロケーシ

ョンサービスといったところと調整してきて、同意を得

ているところである。こちらをもとにシティセールスに

資するロケの呼び込みができるよう取り組んでいきたい

と考えている。本件の説明は以上である。 



－ 36 － 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

○飯島議会事務局長 先ほど協議会９の刑法等一部改正

法等の施行に伴う条例改正についてのところで文書法制

課から説明があったように、多摩市議会個人情報保護条

例について改正の必要がある。こちらは私ども議会事務

局で今準備をしており、今定例会中の代表者会議でご提

案する方向で今調整をしているところであるので、併せ

てご報告をする。 

○小林委員長 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

   ―――――――――――――――――――― 

午後３時11分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。 

 これをもって総務常任委員会を閉会する。 

午後３時11分閉会 



 

多摩市議会委員会条例第２８条第１項の 

規定によりここに署名する。 

 

 

 

  総務常任委員長   小林 憲一 

 


